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本
論
は
、
北
魏
時
代
に
お
け
る
御
史
台
の
再
度
に
亘
ろ
改
革
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
時
代
の
御
史
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
合
わ
せ
て
、
異
民
族
国
家
た
る
翠
緑
王
朝

の
支
配
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
ど
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。

　
、
天
，
興
四
年
の
御
史
台
改
革

馨
捲
言
氏
士
心
、
天
興
四
年
茜
紀
四
・
こ
九
月
の
条
に
、

　
　
罷
外
蘭
台
。
御
史
総
属
内
省
。

と
あ
る
注
①
（
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
出
典
は
す
べ
て
魏
書
で
あ
る
　
「

）
。
蘭
台
と
は
一
般
的
に
は
禁
中
に
あ
る
書
籍
を
蔵
め
る
場
所
を
い
う
。
5
8

し
か
し
こ
の
語
は
屡
〃
御
史
台
の
異
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
　
一

け
に
こ
の
官
氏
志
に
み
え
る
外
蘭
台
の
蘭
台
も
、
同
じ
史
料
中
に
御
史

と
い
う
語
が
み
え
る
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
た
際
、
御
史
台
を
指
し
て
い

る
可
能
集
強
い
。
と
こ
ろ
で
南
斉
三
五
欝
伝
に
は
、
拓
窯
の

頃
の
北
魏
の
政
治
を
伝
え
て
、
■

　
　
蘭
思
置
中
言
御
史
、
知
城
内
事
。

と
あ
る
。
人
払
は
北
魏
の
「
敵
国
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
南
斉
書
魏
言

伝
の
北
魏
に
関
す
る
記
載
は
大
体
に
お
い
て
正
確
で
あ
る
と
い
え
る
注

②
。
故
に
こ
の
史
料
は
一
応
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
北
魏
の
天
興
四
年
、
蘭
台
1
1
御
史
台
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
大

過
あ
る
ま
い
。
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天

興

四

年

の

御

史

台

改

革

貌
書
巻
一
官
氏
志
、
天
興
四
年
(
西
紀
四

O

こ

一三

罷
外
蘭
台
。
御
史
総
属
内
省
。

と
あ
る
注
①
戸
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
出
典
は
す
べ
て
貌
書
で
あ
る
一

)
。
蘭
台
と
は
一
般
的
に
は
禁
中
に
あ
る
書
籍
を
蔵
め
る
場
所
を
い
う
。
回

し
か
し
こ
の
語
は
屡
H

御
史
台
の
異
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
一

け
に
こ
の
官
氏
志
に
み
え
る
外
蘭
台
の
蘭
台
も
、
同
じ
史
料
中
に
御
史

と
い
う
語
が
み
え
る
乙
と
と
合
わ
せ
考
え
た
際
、
御
史
台
を
指
し
て
い

る
可
能
性
が
強
い
。
と
こ
ろ
で
南
斉
書
巻
五
貌
農
伝
に
は
、
拓
政
煮
の

七

頃
の
北
貌
の
政
治
を
伝
え
て
、

蘭
台
置
中
丞
御
史
、
知
城
内
事
。

と
あ
る
。
南
斉
は
北
貌
の
「
敵
国
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
南
斉
書
貌
虜

伝
の
北
貌
に
関
す
る
記
載
は
大
体
に
お
い
て
正
確
で
あ
る
と
い
え
る
注

②
。
故
に
乙
の
史
料
は
一
応
信
頼
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
以
上
の
乙
と

か
ら
北
貌
の
天
興
四
年
、
蘭
台
H
御
史
台
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
大

過
あ
る
ま
い
。

九
月
の
条
に
、

本
論
は
、
北
貌
時
代
に
お
け
る
御
史
台
の
再
度
に
一
旦
る
改
革
を
検
討

す
る
と
と
に
よ
り
、
と
の
時
代
の
御
史
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
4

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
合
わ
せ
て
、
異
民
族
国
家
た
る
北
線
王
朝

の
支
配
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。



　
さ
て
次
に
、
右
の
外
国
台
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
外

蘭
月
の
「
外
」
が
同
じ
史
料
に
み
え
る
内
省
と
い
う
語
の
「
内
」
と
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ま
こ
の
「
内
」
、
　
「
外

」
の
意
味
を
解
明
す
る
。
北
魏
に
は
か
っ
て
漢
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
内
朝
、
外
朝
の
別
が
存
在
し
た
。
崔
激
（
蜷
三
）
に
、

　
　
泰
常
元
年
（
四
一
六
）
、
司
馬
徳
宗
将
劉
裕
伐
眺
望
。
自
准
嫁
入

　
　
清
。
欲
源
河
西
上
、
仮
狂
暴
国
。
詔
群
臣
議
之
。
，
鶴
亀
公
卿
威
日
、

　
　
（
中
略
）
。
又
議
之
内
朝
、
句
々
算
計
。
太
宗
将
従
事
。

と
あ
る
も
の
は
、
北
魏
二
代
皇
帝
太
宗
の
と
き
に
内
朝
、
外
朝
が
存
在

し
た
が
、
そ
の
両
者
が
国
の
重
要
な
政
策
を
審
議
し
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
ま
た
高
宗
紀
（
蜷
）
和
平
四
年
（
四
六
三
）
三
月
の
条
に
、

　
　
乙
己
、
詔
日
、
　
（
中
略
）
今
内
外
諸
司
、
州
鎮
守
宰
、
侵
使
兵
民
、

　
　
労
役
非
一
。
自
今
檀
有
事
役
、
逼
雇
不
程
、
皆
論
同
柾
法
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
内
外
諸
司
と
は
地
方
官
に
対
す
る
京
官
の
意

味
で
あ
る
が
、
そ
の
京
官
が
内
外
に
別
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

四
代
皇
帝
高
輪
の
時
に
む
内
朝
、
外
朝
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
内
々
、
外
電
の
別
は
高
祖
孝
文

帝
よ
り
後
の
世
宗
、
粛
呈
の
時
代
に
あ
っ
て
も
存
在
し
て
お
り
、
ほ
ぼ

北
魏
一
代
を
通
じ
て
内
朝
、
外
窄
の
別
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

ほ
ぼ
一
代
を
通
じ
て
内
朝
、
外
朝
の
別
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
北
魏

当
初
か
ら
北
魏
末
ま
で
の
内
朝
、
三
朝
の
実
質
が
最
後
ま
で
不
変
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
そ
の
点
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

北
魏
の
御
史

　
さ
て
、
高
祖
は
称
政
の
形
で
国
政
を
握
っ
て
い
た
文
明
太
后
薦
氏
が

鞍
下
十
四
年
に
虜
じ
て
の
ち
約
十
年
間
、
立
て
続
け
に
数
多
ぐ
の
官
制

改
革
を
行
っ
て
い
る
（
以
下
、
一
括
し
て
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
と
呼

ぶ
。
）
。
こ
の
改
革
で
、
そ
れ
よ
り
前
の
北
谷
の
内
隠
に
ど
の
よ
う
な

改
革
が
加
え
ら
れ
た
か
を
み
る
と
き
注
目
す
べ
き
こ
と
が
分
か
る
。
そ

れ
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
で
は
内
朝
を
構
成
す
る
諸
官
に
非

中
国
的
な
官
職
名
の
も
の
が
数
多
く
存
在
し
、
か
つ
内
朝
虹
（
以
下
、

内
官
と
呼
ぶ
。
）
に
就
官
し
た
も
の
の
大
半
が
北
族
系
の
人
物
（
主
に

鮮
卑
、
旬
奴
等
。
但
し
、
、
北
魏
建
薗
に
つ
く
し
た
収
量
の
著
し
い
漢
人

と
そ
の
子
孫
を
も
含
む
。
）
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

改
革
よ
り
後
で
は
内
朝
か
ら
そ
の
よ
う
な
北
族
的
色
彩
が
払
拭
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
注
③
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
守
旧
志

に
み
え
る
外
回
台
が
外
朝
の
御
史
台
で
あ
ケ
、
内
省
が
北
族
的
色
彩
の

強
か
っ
た
当
時
の
内
鼠
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
天

興
四
年
九
月
の
時
点
で
御
史
台
に
大
幅
な
改
革
が
加
え
ら
れ
、
外
立
台
、

即
ち
外
朝
の
御
史
台
が
廃
止
さ
れ
、
そ
こ
に
い
た
御
史
は
す
べ
て
内
朝

に
属
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
ζ
の
改
革
の
意
図
す
る
所

は
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
れ
は
初
代
太
祖
の

ど
き
に
北
魏
が
直
面
し
た
漢
地
経
営
と
い
う
新
課
題
に
対
処
す
る
と
い

う
目
的
を
も
っ
た
改
革
で
あ
ろ
ヶ
と
考
え
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
み
て
み
よ
う
。
．

　
北
魏
の
御
史
台
長
官
は
魏
晋
時
代
の
そ
れ
が
御
史
中
丞
と
呼
ば
れ
て

一　59　一一

さ
て
次
に
、
右
の
外
蘭
台
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
乙
の
外

蘭
台
の
「
外
」
が
同
じ
史
料
に
み
え
る
内
省
と
い
う
語
の
「
内
」
と
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ま
と
の
「
内
」
、
「
外

」
の
意
味
を
解
明
す
る
。
北
貌
に
は
か
つ
て
漢
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
内
朝
、
外
朝
の
別
が
存
在
し
た
。
霊
山
伝
(
時
一
一
一
)
に
、

泰
常
元
年
(
四
一
六
)
、
司
馬
徳
宗
将
劉
裕
伐
挑
訟
。
自
准
潤
入

清
。
欲
侭
河
西
上
、
仮
道
於
国
。
詔
群
臣
議
之
。
外
朝
公
卿
威
目
、

(
中
略
)
。
文
議
之
内
朝
、
威
同
外
計
。
太
宗
将
従
之
。

と
あ
る
も
の
は
、
北
線
二
代
皇
帝
太
宗
の
と
き
に
内
朝
、
外
朝
が
存
在

し
た
が
、
そ
の
両
者
が
国
の
重
要
な
政
策
を
審
議
し
た
乙
と
を
伝
え
て

い
る
。
ま
た
高
宗
紀
(
鴻
)
和
平
四
年
(
四
六
三
)
一
一
一
月
の
条
に
、

乙
己
、
詔
日
、
(
中
略
)
今
内
外
諸
司
、
州
鎮
守
宰
、
侵
使
兵
民
、

労
役
非
一
。
自
今
撞
有
召
役
、
一
通
雇
不
程
、
皆
論
同
柾
法
。

と
あ
る
。

ζ
ζ

に
み
え
る
内
外
諸
司
と
は
地
方
宮
に
対
す
る
京
官
の
意

味
で
あ
る
が
、
そ
の
京
官
が
内
外
に
別
け
ら
れ
て
い
石
と
い
う
乙
と
は

四
代
皇
帝
高
宗
の
時
に
も
内
朝
、
外
朝
が
存
在
し
て
い
た
乙
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
乙
の
よ
う
な
内
朝
、
外
朝
の
別
は
高
祖
孝
文

帝
よ
り
後
の
世
宗
、
粛
宗
の
時
代
に
あ
っ
て
も
存
在
し
て
お
り
、
ほ
ぽ

北
貌
一
代
を
通
じ
て
内
朝
、
外
朝
の
別
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

ほ
ぽ
一
代
を
通
じ
て
内
朝
、
外
朝
の
別
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
北
貌

当
初
か
ら
北
貌
末
ま
で
の
内
朝
、
外
朝
の
実
質
が
最
後
ま
で
不
変
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
そ
の
μ
尽
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

北
貌
の
御
史

き
て
、
高
祖
は
称
政
の
形
で
国
政
を
握
っ
て
い
た
文
明
太
后
鴻
氏
が

太
和
十
四
年
比
崩
じ
て
の
ち
約
十
年
間
、
立
て
続
け
に
数
多
く
の
円
目
制

改
革
を
行
っ
て
い
る
戸
以
下
、
一
括
し
て
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
と
呼

ぶ
。
)
。
乙
の
改
革
で
、
そ
れ
よ
り
前
の
北
貌
の
内
朝
に
ど
の
よ
う
な

改
革
が
加
え
ら
れ
た
か
を
み
る
と
き
注
目
す
べ
き
乙
と
が
分
か
る
。
そ

れ
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
で
は
内
朝
を
構
成
す
る
諸
官
民
非

中
国
的
な
宮
職
名
の
も
の
が
数
多
く
存
在
し
、
か
つ
内
朝
官
(
以
下
、

内
宮
と
呼
ぶ
。
)
に
就
官
し
た
も
の
の
大
半
が
北
族
系
の
人
物
戸
主
に

鮮
卑
、
旬
奴
等
。
但
し
、
北
貌
建
国
に
つ
く
し
た
胡
化
の
著
し
い
漢
人

と
そ
の
子
孫
を
も
含
む
。
)
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

改
革
よ
り
後
で
は
内
朝
か
ら
そ
の
よ
う
な
北
族
的
色
彩
が
払
拭
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
注
③
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
官
氏
志

に
み
え
る
外
蘭
台
が
外
朝
の
御
史
台
で
あ
り
、
内
省
が
北
族
的
色
彩
の

強
か
っ
た
当
時
の
内
朝
を
指
す
乙
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
天

興
四
年
九
月
の
時
点
で
御
史
台
に
大
幅
な
改
革
が
加
え
ら
れ
、
外
蘭
台
、

即
ち
外
朝
の
御
史
台
が
廃
止
さ
れ
、
そ
乙
に
い
た
御
史
は
す
べ
て
内
朝

に
属
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
乙
の
改
革
の
意
図
す
る
所

は
一
体
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
と
れ
は
初
代
太
祖
の

ιき
に
北
貌
が
直
面
し
た
漢
地
経
営
と
い
う
新
課
題
に
対
処
す
る
と
い

う
目
的
を
も
っ
た
改
革
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
以
下
乙
の
と
と
に
つ
い

て
み
て
み
よ
う
。

北
貌
の
御
史
台
長
官
は
貌
晋
時
代
の
そ
れ
が
御
史
中
丞
と
呼
ば
れ
て
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北
魏
の
御
史

い
た
の
と
異
な
り
、
御
史
中
尉
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
ど
は
儒
書
、

北
史
、
北
行
書
等
を
続
め
ば
容
易
に
知
れ
る
所
で
あ
を
。
通
典
騰
二
、
、

職
官
六
、
中
畑
の
条
に
は
、
そ
の
こ
と
を
簡
潔
に
記
し
て
、
，

　
　
後
魏
為
御
史
中
尉
。
督
司
百
僚
。

と
あ
る
。
．
し
か
し
北
魏
初
め
に
は
御
史
台
の
長
官
を
御
史
中
直
と
い
，
っ

て
い
た
時
期
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
皇
始
元
年
，
（
三
九
六
）
・
八
月
、
，

太
祖
は
四
十
余
π
の
騎
馬
軍
団
を
率
い
て
山
東
に
覇
を
唱
え
て
い
た
後

燕
を
討
つ
べ
く
軍
事
行
動
を
開
始
し
、
翌
九
月
に
は
早
く
も
鎌
槍
を
平

げ
で
い
る
．
こ
の
と
き
＠
と
ど
し
モ
籍
争
皇
始
元
年
九
丹

の
条
に
、
　
　
　
．
　
　
　
、

　
　
井
五
平
。
初
雷
台
省
、
置
百
官
σ
，

と
あ
る
。
井
州
を
平
げ
た
太
祖
は
つ
い
で
後
難
の
根
拠
地
で
あ
る
中
山

攻
略
へ
と
両
い
㌃
，
翌
年
十
月
、
こ
れ
を
攻
め
落
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

回
忌
歩
難
三
）
崎
．
、
’

　
　
及
慕
容
麟
立
、
逞
携
妻
子
論
式
太
祖
ひ
　
（
中
略
）
毒
除
御
史
中
丞
。

　
　
太
祖
攻
中
山
、
二
極
。

と
あ
つ
で
、
崔
逞
が
太
祖
の
中
山
攻
略
の
直
前
、
御
史
中
毒
に
就
心
し

だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
ど
き
ま
で
御
史
の
存
在
を
慢
ず
史
料
は

・
見
当
ら
な
い
の
で
あ
与
、
そ
の
こ
と
か
ら
太
祖
紀
の
「
初
鰹
台
省
．
置

百
官
」
の
台
省
に
は
御
史
台
が
含
ま
れ
、
か
つ
そ
の
長
官
が
御
史
中
丞

ど
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
崔
逞
の
玄
孫
、
崔
休

の
伝
（
蜷
六
）
に
も
、
、
，

　
．
，
崔
休
、
．
仁
恵
盛
。
清
河
人
σ
御
史
中
丞
逞
之
玄
孫
也
。

ど
あ
っ
て
．
崔
逞
が
御
史
中
身
に
就
忙
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
注
④
。

玄
た
、
，
．
筆
者
の
管
見
の
及
ぶ
限
ヶ
事
書
の
記
載
に
お
い
て
御
史
中
尉
に

就
官
し
た
と
あ
る
べ
き
も
の
を
御
史
中
丞
に
就
官
し
た
と
誤
記
し
て
い

る
史
料
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
は
崔
逞
が
御
史
錨
鎖
に
就
職
し
た
と
す

る
理
解
を
支
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
，
つ
ま
り
皇
始
元
年
九
月
の
虚
血
設

立
、
・
百
官
備
置
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
御
史
台
の
長
官

σ
名
称
は
翌
夕
時
代
と
同
じ
く
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

き
て
．
回
書
詳
、
三
三
、
慕
容
讐
に
、

　
　
三
夜
三
石
三
三
三
三
脅
。
三
管
悪
之
。
命
発
覚
墓
、
．
剖
飛
出
　
。

　
　
鴫
而
頭
並
日
、
死
胡
安
敢
夢
生
天
子
。
遣
其
御
史
中
尉
陽
約
、
数

　
　
其
残
酷
之
罪
、
鞭
之
、
棄
干
垂
水
。

．
と
あ
る
や
こ
れ
は
三
門
魏
と
は
同
族
の
鮮
三
図
三
部
が
建
て
た
前
燕
に

御
史
中
尉
と
い
う
官
が
存
在
し
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

北
魏
と
後
引
ど
の
戦
い
は
、
天
興
元
年
（
三
九
八
）
正
月
の
鄭
の
陥
落

を
も
っ
て
完
全
に
北
面
方
の
勝
利
に
帰
し
、
こ
れ
以
後
北
魏
は
本
格
的

な
漢
地
経
営
に
乗
出
し
て
ゆ
ぐ
。
こ
の
よ
う
な
皇
始
～
天
仁
年
間
の
政

治
的
状
況
の
推
移
の
中
に
右
に
記
し
た
吉
書
の
史
料
を
絡
ま
せ
て
考
察

す
る
と
㍉
そ
こ
に
「
つ
の
仮
説
が
成
立
す
る
。
北
颪
は
後
言
討
伐
後
、

同
じ
鮮
二
幅
が
建
て
た
国
家
で
あ
る
前
句
王
朝
に
存
在
し
た
御
史
中
尉

と
い
う
官
名
を
，
三
三
元
年
の
百
官
備
置
に
伴
っ
て
置
か
れ
た
と
考
え
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北
競
の
御
史

い
た
の
と
異
な
り
、
御
史
中
尉
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
親
書
、

北
史
、
北
斉
書
等
を
読
め
ば
容
易
に
知
れ
る
所
で
あ
る
。
通
典
鵬
一
一
、

職
官
六
、
中
丞
の
条
に
は
、
そ
の
こ
と
を
簡
潔
に
記
し
て
、

後
視
為
御
史
中
尉
。
督
司
百
僚
。

と
あ
る
。
し
か
し
北
貌
初
め
に
は
御
史
台
の
長
官
を
御
史
中
丞
と
い
っ

て
い
た
時
期
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
始
元
年
(
三
九
六
)
八
月
、

太
祖
は
四
十
余
万
の
騎
馬
軍
団
争
率
い
て
山
東
に
覇
を
唱
え
て
い
た
後

燕
を
討
つ
べ
く
軍
事
行
動
を
開
始
し
、
翌
九
月
に
は
早
く
も
井
州
を
平

げ
て
い
る
。
乙
の
と
き
の
乙
と
と
し
て
木
祖
紀
(
諸
)
皇
始
元
年
九
月

の
条
に
、井

州
平
。
初
建
台
省
、
置
百
官
。

と
あ
る
。
井
州
を
平
げ
た
太
祖
は
つ
い
で
後
燕
の
根
拠
地
で
あ
る
中
山

攻
略
へ
と
向
い
、
翌
年
十
月
、
乙
れ
を
攻
め
落
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

崖
逗
伝
(
九
一
一
一
一
)
に
、

及
慕
容
麟
立
、
逗
携
妻
子
亡
帰
太
祖
。
戸
中
略
)
尋
除
御
史
中
丞

0

・
束
。
祖
攻
中
山
、
未
克
。

と
あ
っ
て
、
崖
還
が
太
祖
の
中
山
攻
略
の
直
前
、
御
史
中
丞
に
就
官
レ

た
乙
と
を
記
し
て
い
る
。
乙
の
と
き
ま
で
御
史
の
存
在
を
示
す
史
料
は

見
当
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
太
祖
紀
の
「
初
建
台
省
‘
置

百
官
」
の
台
省
に
は
御
史
台
が
含
ま
れ
、
か
っ
そ
の
長
官
が
御
史
中
丞

と
呼
ば
れ
て
い
た
乙
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
崖
還
の
玄
孫
、
握
休

の
伝
(
鳩
六
)
に
も
、

崖
休
‘
字
恵
盛
。
清
河
人
。
御
史
中
丞
逗
之
玄
孫
也
。

と
あ
っ
て
.
崖
還
が
御
史
中
丞
に
就
官
し
た
乙
と
を
伝
え
て
い
る
注
④
。

ま
た
、
筆
者
の
管
見
の
及
ぶ
限
り
貌
書
の
記
載
に
お
い
て
御
史
中
尉
に

就
宮
し
た
と
あ
る
べ
き
も
の
を
御
史
中
丞
に
就
官
し
た
と
誤
記
し
て
い

る
史
料
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
は
雀
還
が
働
史
中
丞
に
就
宮
し
た
と
す

る
理
解
を
支
え
る
乙
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
皇
始
元
年
九
月
の
台
省
設

立
、
百
官
備
置
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
御
史
台
の
長
官

の
名
称
は
貌
晋
時
代
と
同
じ
く
御
史
中
丞
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

巻

一

己

第

一

き
て
、
川
晋
書
一

O
、
載
言
。
、
慕
容
僑
伝
に
、

儒
夜
夢
石
季
龍
詣
其
管
。
嬉
而
悪
之
。
命
発
其
墓
、
剖
棺
出
戸
。

鴎
而
罵
之
日
、
死
胡
安
敢
夢
生
天
子
。
遺
其
御
史
中
尉
陽
約
、
数

其
残
酷
之
罪
、
鞭
之
、
棄
子
樟
水
。

と
あ
る
。
と
れ
は
招
駿
貌
と
は
同
族
の
鮮
卑
慕
容
部
が
建
て
た
前
燕
に

御
史
中
尉
と
い
う
官
が
存
在
し
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

北
貌
と
後
燕
と
の
戦
い
は
、
天
興
元
年
(
三
九
八
)
正
月
の
鄭
の
陥
落

を
も
っ
て
完
全
に
北
貌
方
の
勝
利
に
帰
し
、
乙
れ
以
後
北
線
は
本
格
的

な
漢
地
経
営
に
乗
出
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
皇
始

i
天
興
年
間
の
政

治
的
状
況
の
推
移
の
中
に
右
に
記
し
た
晋
書
の
史
料
を
絡
ま
せ
て
考
察

す
る
と
、
そ
乙
に
一
つ
の
仮
説
が
成
立
す
る
。
北
貌
は
後
燕
討
伐
後
、

同
じ
鮮
卑
族
が
建
て
た
国
家
で
あ
る
前
燕
王
朝
に
存
在
し
た
御
史
中
尉

と
い
う
宮
名
を
、
、
皇
始
元
年
の
百
官
備
置
に
伴
っ
て
置
か
れ
た
と
考
え
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ら
れ
る
御
史
中
丞
と
い
う
官
名
に
代
え
た
、
そ
れ
は
北
魏
が
御
史
台
改

革
を
行
っ
た
天
興
四
年
九
月
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、

天
興
四
年
の
御
史
の
内
朝
へ
の
転
属
と
い
う
改
革
は
、
当
然
御
史
の
も

つ
監
察
権
等
の
権
限
が
内
朝
に
帰
属
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
そ
の
狙
い
が
北
魏
に
よ
る
漢
地
支
配
を
よ
り
効
果
的
に
す
る

こ
と
に
あ
り
、
か
つ
そ
の
手
本
が
前
燕
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
て

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
高
祖
の
官
制
改
革
よ
り
前
の
監
察
官

　
さ
て
、
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
御
史

以
外
に
も
監
察
及
び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
す
る
諸
官
が
存
在
し
た
。

本
節
で
は
そ
れ
ら
の
諸
官
を
と
り
あ
げ
る
。

　
　
　
ω
候
　
　
官

ま
ず
候
官
に
つ
い
τ
で
あ
る
が
・
刑
罰
志
（
港
丁
に
高
虚
ホ
の
暗
の

こ
と
を
伝
え
て
、

　
　
増
置
内
外
候
官
、
伺
察
諸
事
外
部
州
鎮
。
周
章
微
服
雑
乱
於
府
寺

　
　
間
、
以
求
百
官
疵
失
。

と
あ
る
（
こ
の
史
料
に
み
え
る
「
内
外
候
官
」
と
い
う
語
句
中
の
「
内
」

「
外
」
と
は
、
そ
れ
に
続
け
て
「
伺
察
諸
曹
外
部
州
鎮
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
各
々
京
師
、
地
方
州
鎮
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
）
。
庚
業
延
伝
唱
（
倦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

こ
）
に
・

　
　
代
人
也
。
、
後
談
名
儀
。
其
聖
運
兄
和
駁
」
世
典
畜
牧
。
　
（
中
略
）

　
　
後
脚
司
空
．
岳
兄
子
路
有
罪
、
諸
父
兄
弟
悉
誹
、
特
赦
岳
父
子
。

　
　
天
賜
四
年
（
四
〇
七
）
詔
賜
早
撃
地
鼠
南
宮
。
岳
将
家
憧
治
之
。

　
　
候
官
告
岳
衣
服
鮮
麗
、
行
止
風
釆
、
密
儀
人
君
。
太
祖
時
既
不
豫
、

　
　
多
奉
呈
悪
。
遂
事
之
。
時
人
威
開
胸
。

と
あ
る
。
以
上
の
二
史
料
か
ら
候
官
が
京
師
の
諸
曹
や
州
鎮
の
監
察
及

ひ
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
司
鹿
野
岳
を
監

察
弾
劾
し
て
い
る
例
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
高
官
に
及
ん
だ
こ
と
、
が
分

か
る
。
な
お
、
官
氏
志
（
港
㌃
に
、

　
　
初
帝
（
“
太
祖
）
欲
法
古
純
絹
、
毎
於
制
定
官
号
、
多
不
学
二
戸

　
　
旧
名
。
或
取
諸
身
、
或
取
諸
物
、
或
以
民
事
、
皆
擬
遠
古
雲
鳥
之

　
　
義
。
諸
曹
走
使
、
謂
之
禿
鴨
、
取
除
之
贈
爵
。
以
伺
察
者
為
准
尉
、
一

　
　
謂
之
白
鷺
、
取
其
回
心
遠
望
。
自
余
之
官
、
義
皆
紅
此
、
威
胆
略
6
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輌

　
　
況
。

と
あ
り
、
同
巻
太
和
二
年
中
四
七
八
）
の
条
に
、

　
　
滅
置
候
職
四
百
人
、
司
察
非
違
。

と
あ
っ
て
、
候
官
を
白
鷺
と
か
候
職
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
右
の
官
氏
志
太
和
二
年
の
史
料
か
ら
候
官
が
、
か
な
り
の

整
の
ぼ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
刑
罰
志
（
捲
τ
太
和
三
年

（
四
七
九
）
の
条
に
、

　
　
下
詔
日
、
心
因
政
寛
、
弊
由
心
密
。
今
候
職
千
数
、
重
重
皇
威
、

　
　
重
罪
四
球
不
列
、
四
過
吹
毛
而
挙
。
其
一
切
回
之
。
於
是
更
置
謹

、
．
直
者
数
百
人
、
以
防
誼
闘
於
街
商
。
吏
民
安
業
。

北
魏
の
御
史

ら
れ
る
御
史
中
丞
と
い
う
官
名
に
代
え
た
、
そ
れ
は
北
貌
が
御
史
台
改

革
を
行
っ
た
天
興
四
年
九
月
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
な
お
、

天
興
四
年
の
御
史
の
内
朝
へ
の
転
属
と
い
う
改
革
は
、
当
然
御
史
の
も

つ
監
察
権
等
の
権
限
が
内
朝
に
帰
属
し
た
乙
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
そ
の
狙
い
が
北
貌
に
よ
る
漢
地
支
配
を
よ
り
効
果
的
に
す
る

乙
と
に
あ
り
、
か
っ
そ
の
手
本
が
前
燕
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
乙

と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一一、
高

祖

の

官

制

改

革

よ

り

前

の

監

察

官

き
て
、
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
御
史

以
外
に
も
監
察
及
び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
す
る
諸
官
が
存
在
し
た
。

本
節
で
は
そ
れ
ら
の
諸
官
を
と
り
あ
げ
る
。

ω
候

官

子、

l

、
巻
一

ま
ず
候
官
に
つ
い
て
で
あ
る
均
月
罰
士
山
(
一
一
)
に
高
宗
の
時
の

と
と
を
伝
え
て
、

増
置
内
外
候
官
、
伺
察
諸
曹
外
部
州
鎮
。
宅
有
微
服
雑
乱
於
府
寺

閥
、
以
求
百
官
庇
失
。

と
あ
る
(
乙
の
史
料
に
み
え
る
「
内
外
候
官
」
と
い
う
語
句
中
の
「
内
」

「
外
」
と
は
、
そ
れ
に
続
け
て
「
何
察
諸
曹
外
部
州
鎮
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
各
々
京
師
、
地
方
州
鎮
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
)
。
庚
業
延
伝
(
強

ニ
)
に
、

代
人
也
。
後
賜
名
岳
。
其
父
及
兄
和
辰
、
世
典
畜
牧
。

(
中
略
)

北
婚
の
御
史

後
遷
司
空
u

岳
兄
子
路
有
罪
、
諸
父
兄
弟
悉
珠
、
特
赦
岳
父
子
。

天
賜
四
年
(
四

O
七
)
詔
賜
岳
舎
地
於
南
官
。
岳
将
家
憧
治
之
。

候
官
告
岳
衣
服
鮮
麗
、
行
止
風
釆
、
擬
儀
人
君
。
太
祖
時
既
不
橡
、

多
所
猪
悪
。
遂
設
之
。
時
人
威
信
厄
惜
。

と
あ
る
。
以
上
の
二
史
料
か
ら
候
宮
が
京
師
の
諸
曹
や
州
鎮
の
監
察
及

び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
し
て
い
た
乙
と
、
そ
れ
が
司
空
庚
岳
を
監

察
弾
劾
し
て
い
る
例
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
高
官
民
及
ん
だ
と
と
、
が
分

巻一

か
る
。
な
お
、
官
氏
志
(
ご
ニ
)
に
、

初
帝

(
H
太
祖
)
欲
法
古
純
質
、
毎
於
制
定
官
号
、
多
不
依
周
漢

旧
名
。
或
取
諸
身
、
或
取
諸
物
、
或
以
民
事
、
皆
擬
遠
古
雲
烏
之

義
。
諸
曹
走
使
、
謂
之
尭
鴨
、
取
飛
之
迅
疾
。
以
伺
察
者
為
候
官
、
一

謂
之
臼
鷺
、
取
其
延
頚
遠
望
。
自
余
之
官
、
義
皆
類
此
、
成
有
比
例

況。

と
あ
り
、
同
巻
太
和
二
年
(
四
七
八
)
の
条
に
、

減
置
候
職
四
百
人
、
司
察
非
違
。

と
あ
っ
て
、
候
官
房
』
白
鷺
と
か
候
職
と
い
っ
た
乙
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
宮
氏
志
太
和
二
年
の
史
料
か
ら
候
官
が
、
か
な
り
の

数
に
の
ぼ
っ
た
乙
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
刑
罰
志
(
噌
一
)
太
和
三
年

(
四
七
九
)
の
条
に
、

下
詔
目
、
治
因
政
寛
、
弊
由
網
密
。
今
候
職
千
数
、
姦
巧
弄
威
、

ー
重
罪
受
球
不
列
、
細
過
吹
毛
而
挙
。
其
一
切
罷
之
。
於
是
更
置
謹

直
者
数
百
人
、
以
防
誼
関
於
街
術
。
吏
民
安
業
。



北
魏
の
御
史

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
候
官
の
構
成
員
数
が
多
い
こ
と
を
示
す
だ
け
で

は
な
く
、
太
祖
の
と
き
か
ら
高
祖
の
前
期
ま
で
一
貫
し
て
存
在
レ
、
、
大

き
な
力
を
も
っ
て
い
た
候
官
が
太
和
三
年
κ
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
も
伝

え
て
い
る
ざ
れ
膏
じ
こ
と
が
高
祖
契
捲
七
）
太
和
三
年
肩
の

条
に
は
、
よ
り
簡
潔
に
，

　
　
庚
申
、
詔
、
愚
行
察
官
。

と
み
え
る
。
，

　
　
　
⑰
　
内
侍
長

盗
内
侍
髭
つ
い
て
で
あ
る
が
、
安
同
三
三
（
三
三
託
、

　
　
太
宗
初
沸
為
内
侍
長
、
令
察
挙
百
僚
。
糾
刺
高
恩
、
無
所
回
避
。

　
　
嘗
告
其
父
陰
道
。
太
宗
以
為
忠
、
惚
惚
寵
之
。

之
あ
る
。
て
こ
に
み
え
る
「
察
挙
」
’
は
遷
挙
制
度
上
は
特
定
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
文
全
体
の
内
容
か
ら
推
し
て
「
監
察
挙

劾
」
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
内
侍
長
と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
官
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
，
結
論
的
に
い
う
と
内
侍
長

之
ば
、
北
魏
の
前
身
で
あ
る
代
国
の
時
代
に
設
置
さ
れ
、
高
祖
に
よ
る

官
制
改
革
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
北
族
系
の
天
子
近
侍

害
で
象
．
華
氏
耳
垂
）
屠
幕
の
醤
二
割
の
養
、

　
　
初
置
左
右
近
侍
之
職
。
無
常
員
、
或
至
丁
数
。
侍
直
禁
中
、
伝
宣

＼
｝
．
詔
命
。
側
管
諸
部
大
人
及
豪
族
良
家
子
弟
、
「
儀
貌
端
厳
、
機
弁
才

　
　
幹
事
、
応
選
。
又
置
内
侍
長
四
人
、
主
顧
問
、
拾
遺
応
対
。
若
今

　
、
之
侍
中
聖
像
平
侍
也
。

と
あ
り
、
て
の
宙
が
北
族
系
の
灰
子
近
椅
吻
官
之
ル
て
、
昭
成
帝
の
時

嘩
黒
黒
溌
高
覧
誰
三
、
懇
話
噛
董
醜
箋
九
）
で
あ

る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
高
祖
以
前
に
就
官
し
て
い
て
世
宗
以
後
に
は

就
官
者
を
み
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
官
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を

も
つ
内
侍
長
が
百
官
の
監
察
及
び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
ど
し
て
い
る

の
で
あ
る
②

　
　
　
㊨
，
中
　
，
散

次
に
中
樫
つ
い
て
蕩
る
が
、
比
容
蚕
室
附
撰
（
蜷
五
）
虞

　
　
白
曜
弟
子
契
、
軽
薄
無
検
。
’
太
和
初
星
名
家
子
葉
為
中
三
つ
遷
宰

　
　
官
。
南
二
王
禎
寒
貧
暴
之
響
ゆ
豊
中
散
光
文
祖
詣
摂
安
寧
乏
。
皮

　
　
祖
愛
槙
金
宝
之
賂
、
為
槙
隠
而
不
言
。
事
発
馬
之
、
。
　
「
　
　
：
軸

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
中
綿
も
候
官
等
と
同
じ
く
監
察
及
び
そ
れ
に

伴
う
弾
劾
を
任
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
つ
こ
の
官
に
つ
い
て
は
す

で
に
鄭
欽
主
筆
の
精
緻
な
異
論
が
発
表
さ
れ
て
い
乃
注
⑥
の
で
、
そ
①

具
体
的
な
考
察
ば
同
氏
の
論
文
に
譲
り
、
い
ま
本
論
に
必
要
と
恩
わ
れ

る
範
囲
内
で
中
散
と
は
ど
の
よ
う
な
官
で
あ
る
か
を
述
べ
て
お
く
。
離

散
は
太
祖
の
時
代
に
設
置
さ
れ
た
之
考
え
ら
れ
る
天
子
近
侍
の
官
で
、

北
魏
よ
り
前
の
王
朝
国
家
に
は
例
を
見
な
い
北
魏
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
官
は
恐
ら
く
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
に
お
い
て
廃
止
馨
れ
た
と
考

一．’ U2　一

北
貌
の
御
史

乙
の
史
料
は
候
官
の
構
成
員
数
が
多
い
乙
と
を
示
す
だ
け
で

は
な
く
、
太
祖
の
と
き
か
ら
高
祖
の
前
期
ま
で
一
貫
し
て
存
在
し
、
大

き
な
力
を
も
っ
て
い
た
候
官
が
太
和
三
年
に
廃
止
さ
れ
た
乙
と
を
も
伝

え
て
い
る
。
乙
れ
と
同
じ
乙
と
が
高
巨
紀
(
巻
七
)
太
和
三
年
正
月
の

j

上

条
に
は
、
よ
り
簡
潔
に
.

庚
申
、
詔
、
罷
行
察
官
。

と
み
え
る
。

と
あ
る
。H

W

内
侍
長

巻
三

次
に
内
侍
長
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
安
同
伝
附
韻
伝

(
O
)
に、

太
宗
初
、
、
為
内
侍
長
、
令
察
挙
百
僚
。
糾
刺
姦
態
、
無
所
回
避
。

嘗
告
其
父
陰
事
。
太
宗
以
為
忠
、
特
親
寵
之
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
察
挙
」
は
選
挙
制
度
上
は
特
定
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
が
、
こ
と
で
は
本
文
全
体
の
内
容
か
ら
推
し
て
「
監
察
挙

劾
」
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
内
侍
長
と

は
一
体
ど
の
よ
う
な
官
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
う
と
内
侍
長

と
は
、
北
貌
の
前
身
で
あ
る
代
国
の
時
代
に
設
置
さ
れ
、
高
祖
に
よ
る

官
制
改
革
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
北
族
系
の
天
子
近
侍

の
官
で
あ
る
。
官
氏
志
(
巻
一
)
、
昭
成
帝
の
建
国
二
年
の
条
に
、

一一一一

初
置
左
右
近
侍
之
職
。
無
常
員
、
或
宅
百
数
。
侍
直
禁
中
、
伝
宣

詔
命
。
皆
取
諸
部
大
人
及
豪
族
良
家
子
弟
、
儀
貌
端
厳
、
機
弁
才

幹
者
、
応
選
。
文
置
内
侍
長
四
人
、
主
顧
問
、
拾
遺
応
対
。
若
今

之
侍
中
散
騎
常
侍
也
。

乙
の
宮
が
北
族
系
の
天
子
近
侍
の
官
と
し
て
、
昭
成
帝
の
時

代
に
設
置
さ
れ
た
乙
と
を
伝
え
て
い
る
注
⑤
。
筆
者
が
検
索
し
得
た
内

口

巻

二

、

目

巻

三

i

巻
五

侍
長
就
官
者
は
八
名
(
庚
手
辰
八
安
吉

O

、
韓
茂
一
、
王
樹

巻
三
、
徐
審
巻
九
、
高
勝
見
巻
三
、
韓
秀
巻
四
、
蓋
醜
奴
巻
九
)
で
あ

O

一

二

二

三

る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
高
祖
以
前
に
就
官
し
て
い
て
世
宗
以
後
に
は

就
官
者
を
み
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
官
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を

も
っ
内
侍
長
が
百
官
の
監
察
及
び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

と
あ
り
、

り

中

散

巻

五

一

次
に
中
散
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
慕
容
白
曜
伝
附
契
伝

(

O

)

l

白
曜
弟
子
契
、
軽
薄
無
検
。
太
和
初
以
名
家
子
擢
為
中
散
。
選
宰
一

官
。
南
安
王
禎
有
貧
暴
之
響
。
遺
中
散
闘
文
祖
詣
長
安
察
之
。
文

祖
受
禎
金
宝
之
賂
、
為
禎
隠
而
不
一
言
。
事
発
坐
之
。

と
あ
る
。
乙
れ
に
よ
る
と
中
散
も
候
官
等
と
同
じ
く
監
察
及
び
そ
れ
に

伴
う
弾
劾
を
任
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
J

乙
の
官
に
つ
い
て
は
す

で
に
鄭
欽
仁
氏
の
精
般
な
専
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る
注
⑥
の
で
、
そ
の

具
体
的
な
考
察
は
同
氏
の
論
文
に
譲
り
、
い
ま
本
論
に
必
要
と
思
わ
れ

る
範
囲
内
で
中
散
と
は
ど
の
よ
う
な
官
で
あ
る
か
を
述
べ
て
お
く
。
中

散
は
太
祖
の
時
代
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
天
子
近
侍
の
官
で
、

北
貌
よ
り
前
の
王
朝
国
家
に
は
例
を
見
な
い
北
錬
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

乙
の
宮
は
恐
ら
く
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
に
お
い
て
廃
止
さ
れ
た
と
考



え
ら
れ
、
高
祖
の
次
の
罪
質
の
即
位
時
に
は
全
く
姿
を
消
し
て
い
る
。

そ
の
構
成
員
は
就
官
者
が
多
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
か
な
り
の
数

に
の
ぼ
っ
允
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
職
務
内
容
は
非
常
に
広
範
で
従
軍
、

百
官
の
監
察
等
～
様
々
な
こ
と
を
行
な
っ
て
い
ろ
。
’
し
か
し
、
秘
書
中

散
、
奏
事
中
身
等
、
後
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
名
称
が
多
様
化
し
た
こ

と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
そ
の
職
務
は
分
化
し
固
定
化
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
注
⑦
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
候
官
は
一
般
官
僚
…
機
構
の
枠
外
に
あ
っ
て
天

子
に
直
結
す
る
糾
察
官
で
あ
り
、
内
侍
長
や
中
散
は
馬
天
子
に
近
侍
す

る
宮
で
あ
る
。
そ
れ
だ
廿
に
こ
れ
ら
は
当
時
の
南
朝
を
構
成
す
る
諸
官
、

即
ち
諸
内
官
の
一
部
で
あ
る
と
断
定
し
て
大
過
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
の
時
期
忙
お
い
て
、
内
朝
の
な

か
に
、
監
察
及
び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
す
る
諸
官
が
あ
っ
た
こ
と

が
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
注
⑧
。
と
こ
ろ
で
三
代
以
来
、
御
史
に
は
そ

の
職
分
と
し
て
百
官
の
監
察
と
非
違
弾
劾
と
が
あ
っ
た
。
竜
し
て
の
時

期
に
お
い
て
も
ぞ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
朝
に
監
察
、
弾

劾
の
権
を
も
つ
御
史
以
外
の
官
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
次

節
は
こ
の
時
期
に
御
史
が
果
し
て
監
察
さ
弾
劾
の
権
を
も
つ
て
い
た
の

か
ど
う
か
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
る
。

三
、
高
祖
の
官
制
改
革
よ
り
前
の
、
御
史

　
高
祖
は
太
線
十
七
年
（
四
九
三
）
臼
六
月
に
詔
を
下
し
て
職
員
令
を
公

布
施
行
し
、
ま
た
促
呼
の
年
の
九
月
に
南
伐
と
称
し
群
距
の
反
対
を
押

切
る
形
で
洛
陽
に
遷
都
し
て
い
る
。
天
興
四
年
か
ら
こ
の
遷
洛
時
ま
で

の
約
九
十
年
間
、
御
史
台
に
対
し
て
何
ら
か
の
改
革
が
加
え
ら
れ
た
形

跡
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
こ
の
間
御
史
慧
引
続
さ
内
朝
に
属
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
内
朝
を
構
成
す
る
賭
官
の
「
部

が
」
監
察
、
弾
劾
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
に
お
い
て
述

べ
て
お
い
た
。
本
節
で
は
こ
の
時
期
に
お
け
る
御
史
の
実
態
を
主
に
そ

の
職
分
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
注
⑨
。
’

　
い
ま
天
興
四
年
九
月
か
ら
太
和
十
七
年
六
月
ま
で
の
こ
と
を
記
し
た

史
料
の
中
か
ら
「
御
史
」
と
い
う
語
句
の
み
え
る
史
料
を
年
代
順
に
あ

げ
て
み
よ
う
。
但
し
、
官
立
志
の
前
面
の
天
爵
四
年
二
面
の
条
の
皮
料

は
省
～
e
周
得
喪
（
騰
三
）
に
、

　
　
太
宗
即
位
、
為
殿
中
侍
御
史
。
掌
宿
衛
禁
兵
。
断
決
称
量
即
諾
左

　
　
民
尚
書
。

と
あ
る
注
⑭
。
と
れ
は
太
宗
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
」
⇔
輿
斤

伝
附
露
量
伝
（
蜷
二
）
に
、

　
　
世
祖
時
、
吉
書
書
御
史
、
建
義
将
軍
。

之
あ
り
、
日
安
同
趣
附
説
伝
（
蜷
三
）
に
、

　
　
宣
城
王
契
斤
、
自
長
安
追
撃
赫
連
昌
、
至
子
安
定
。
頷
正
答
軍
侍

　
　
御
史
。

と
あ
り
注
⑪
、
’
撃
簡
完
調
八
）
・
に
？
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御
史

え
ら
れ
、
高
祖
の
次
の
世
宗
の
即
位
時
に
は
全
く
姿
を
消
し
て
い
る
。

そ
の
構
成
員
は
就
官
者
が
多
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
か
な
り
の
数

に
の
ぼ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
職
務
内
容
は
非
常
に
広
範
で
従
軍
、

百
官
の
監
察
等
、
様
々
な
と
と
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
秘
書
中

散
、
奏
事
中
散
等
、
後
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
名
称
が
多
様
化
し
た
乙

と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
そ
の
職
務
は
分
化
し
固
定
化
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
注
⑦
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
候
官
は
一
般
官
僚
機
構
の
枠
外
に
あ
っ
て
天

子
に
直
結
す
る
糾
察
官
で
あ
り
、
内
侍
長
や
中
散
は
1

天
子
に
近
侍
す

る
宮
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
と
れ
ら
は
当
時
の
内
朝
を
構
成
す
る
諸
宮
、

即
ち
諸
内
官
の
一
部
で
あ
る
と
断
定
し
て
大
過
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
高
担
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
の
時
期
に
お
い
て
、
内
朝
の
な

か
に
、
監
察
及
び
そ
れ
に
伴
う
弾
劾
を
任
と
す
る
諸
官
が
あ
っ
た
こ
と

が
推
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
注
⑮
。
と
こ
ろ
で
漢
代
以
来
、
御
史
に
は
そ

の
職
分
と
し
て
百
官
の
監
察
と
非
違
弾
劾
と
が
あ
っ
た
。
も
し
乙
の
時

期
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
内
朝
に
監
察
、
弾

劾
の
権
を
も
っ
御
史
以
外
の
官
が
同
時
に
存
在
す
る
乙
と
に
な
る
。
次

節
は
乙
の
時
期
に
御
史
が
果
し
て
監
察
1

、
弾
劾
の
権
を
も
っ
て
い
た
の

か
ど
う
か
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
る
。

、

高

祖

の

官

制

改

革

よ

り

前

の

、

御

史

北
韓
の
御
史

高
値
は
太
和
十
七
年
(
四
九
三
)
六
月
に
詔
を
下
し
て
職
員
令
を
公

布
施
行
し
、
ま
た
、
そ
の
年
の
九
月
に
南
伐
と
称
し
群
臣
の
反
対
を
押

切
る
形
で
洛
陽
に
選
都
し
て
い
る
。
天
興
四
年
か
ら
と
の
遷
洛
時
ま
で

の
約
九
十
年
間
、
御
史
台
に
対
し
て
何
ら
か
の
改
革
が
加
え
ら
れ
た
形

跡
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
乙
の
間
御
史
は
引
続
き
内
朝
に
属
し

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
内
朝
を
構
成
す
る
諸
官
の
一
部

が
、
監
察
、
弾
劾
を
行
っ
て
い
た
ζ

と
に
つ
い
て
は
前
節
に
お
い
て
述

べ
て
お
い
た
。
本
節
で
は
乙
の
時
期
に
お
け
る
御
史
の
実
態
を
主
に
そ

の
職
分
面
か
ら
考
察
す
る
乙
と
と
す
る
注
⑨
。

い
ま
天
興
四
年
九
月
か
ら
太
和
十
七
年
六
月
ま
で
の
乙
と
を
記
し
た

史
料
の
中
か
ら
「
御
史
」
と
い
う
語
句
の
み
え
る
史
料
を
年
代
順
に
あ

げ
て
み
よ
う
。
但
し
、
官
氏
志
の
前
引
の
天
興
四
年
九
月
の
条
の
史
料

は
省
く
。
付
周
幾
伝
(
悌
一
一
一
)
に
、

太
宗
即
位
、
為
殿
中
侍
御
史
。
掌
宿
衛
禁
兵
。
断
決
称
職
J

選
左

民
尚
書
。

と
あ
る
注
⑪
。
乙
れ
は
太
宗
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
奨
斤

巻
二

伝
附
烏
侯
伝
(
九
)
に
、

世
祖
時
、
拝
治
書
御
史
、
建
義
将
軍
。

と
あ
り
、
白
安
岡
伝
附
韻
伝
命
一
一
一
)
に
、

宣
城
王
奨
庁
、
自
長
安
追
撃
赫
連
昌
、
宅
子
安
定
。
頴
為
監
軍
侍

御
史
。

と
あ
り
注
⑪
、
倒
子
簡
伝
(
性
八
)
に
、
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北
魏
の
御
史

　
　
拝
治
書
侍
御
史
。

と
あ
り
、
鴇
斉
義
五
蟹
伝
に
、

　
　
蘭
台
置
中
丞
御
史
、
知
城
内
事
。

と
あ
る
注
⑫
。
⇔
、
⇔
、
四
、
㈲
は
世
祖
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
因
黒
石
伝
（
七
三
）
に
、

　
　
興
光
申
、
遷
侍
御
史
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
高
下
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
㊨
尉
古
真
伝

附
力
斤
伝
（
捲
二
）
に
、

　
　
　
　
　
は
ノ

　
　
極
位
御
史
墨
黒
、
中
州
刺
史
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
も
高
宗
の
と
き
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
㈹

喬
湖
伝
附
譲
伝
に
、
（
港
三
）
に
、

　
　
顕
祖
之
御
寧
光
宮
也
、
譲
恒
侍
講
読
。
三
三
台
御
史
、
尋
転
小
書
。

　
　
掌
摂
内
外
、
弾
糾
非
法
。
当
官
事
行
、
無
所
畏
避
。
甚
見
称
賞
。

　
　
延
興
二
年
前
四
七
二
）
卒
。

と
あ
り
、
㈹
高
祖
紀
（
蜷
七
）
、
太
和
五
年
西
八
ご
三
月
の
条
に
、

　
　
己
已
、
車
駕
還
宮
。
薄
日
、
法
身
野
馳
乱
常
、
妄
説
符
瑞
。
蘭
台

　
　
御
史
張
求
等
一
百
余
人
、
9
底
幅
奴
隷
。
謀
為
大
逆
。
　
（
後
略
｝

と
あ
り
・
6
9
嚢
伝
附
白
沢
賃
墜
）
に
、

　
　
太
和
五
年
卒
。
　
（
中
略
）
遣
侍
御
史
、
営
護
喪
事
。

と
あ
り
、
㊦
講
伝
早
早
伝
（
讐
に
、

　
　
歴
中
書
学
生
、
侍
御
史
。

と
あ
り
φ
趙
郡
王
土
伝
（
輩
）
に
、

　
　
所
生
母
莞
。
　
（
中
略
）
遣
侍
御
史
仮
節
監
護
喪
事
。

と
あ
り
φ
崔
弁
伝
附
景
繧
（
楼
）
に
、

　
　
歴
侍
御
史
、
主
文
中
散
。
－

と
あ
る
。
㈹
、
㈹
、
㈹
、
由
、
｛
胃
一
＋
回
は
い
ず
れ
も
高
祖
の
と
き
の
も

の
で
あ
る
。
以
上
、
e
～
三
二
の
史
料
を
み
て
気
付
く
こ
と
が
三
点
あ
る
。

そ
の
一
は
御
史
に
よ
る
非
違
弾
劾
を
示
す
事
例
が
一
例
し
か
見
出
せ
な

い
こ
と
《
㈹
高
調
伝
）
で
あ
り
、
そ
の
二
は
御
史
に
よ
る
監
察
を
示
す

事
例
も
ま
た
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
こ
と
（
⇔
安
頷
伝
。
な
お
、
高
譲

伝
も
含
め
れ
ば
二
例
。
）
で
あ
り
、
そ
の
三
は
御
史
就
降
車
の
例
が
極

め
て
少
な
い
こ
走
で
あ
る
（
e
周
幾
、
⇔
輿
烏
侯
、
⇔
安
頷
、
四
子
簡
、

㊧
宿
石
、
㊨
尉
力
斤
、
0
9
高
誼
、
㈹
張
求
、
由
郡
羨
、
出
田
崔
景
傷
の
隠

名
注
⑬
）
。

　
と
て
ろ
で
、
職
員
令
が
施
行
さ
れ
た
太
宗
十
七
年
六
月
以
後
の
こ
と

を
記
し
た
史
料
に
は
、
御
史
に
よ
る
百
官
の
監
察
、
そ
の
非
違
弾
劾
の

事
例
が
頻
見
し
、
御
史
就
回
者
も
ま
た
多
出
す
る
。
い
ま
職
員
令
施
行

以
後
の
御
史
に
よ
ゐ
弾
劾
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
史
料
の
所
在
を
あ
げ

て
み
よ
う
。
但
し
、
敬
宗
の
時
代
を
最
後
に
し
て
北
見
王
朝
の
実
権
は

爾
朱
氏
一
族
や
高
三
等
の
権
臣
に
全
く
奪
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
　
応

そ
の
時
期
を
、
高
祖
、
世
宗
、
粛
宗
、
敬
宗
の
時
代
、
約
三
十
年
間
に

し
ぼ
り
、
敬
宗
よ
り
後
の
も
の
は
と
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

①
世
宗
紀
．
（
倦
）
延
昌
元
年
＋
二
昌
己
の
条
②
函
示
紀
（
蜷
）

正
光
三
年
染
二
月
丁
亥
の
条
、
③
高
涼
王
孫
回
附
愚
伝
（
讐
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北
鶏
の
御
史

拝
治
書
侍
御
史
。

と
あ
り
、
同
南
斉
書
時
五
線
虜
伝
に
、

蘭
台
置
中
丞
御
史
、
知
城
内
事
。

と
あ
る
注

0
0
0、
白
、
側
、
倒
は
世
祖
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
約
宿
石
伝
(
吟
一
一
)
に
、

興
光
中
、
遷
侍
御
史
。

と
あ
る
。
乙
れ
は
高
宗
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
尉
古
真
伝

附
力
斤
伝
(
鳩
一
一
)
に
、

歴
位
御
史
中
尉
、
井
州
刺
史
。

と
あ
る
が
、
乙
れ
も
高
宗
の
と
き
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
約

高
湖
伝
附
訟
伝
民
、
(
ヰ
一
一
一
〕

K
、

顕
祖
之
御
寧
光
宮
也
、
議
慣
侍
講
読
。
拝
蘭
台
御
史
、
尋
転
治
書
。

掌
摂
内
外
、
弾
糾
非
法
。
当
官
而
行
、
無
所
畏
避
。
甚
見
称
賞
。

延
興
一
一
年
(
四
七
二
)
卒
。

と
あ
り
、

ω高
祖
紀
{
地
七
)
、
太
和
五
年
〔
四
八
二
三
月
の
条
に
、

己
己
、
車
駕
還
宮
。
詔
臼
、
法
秀
妖
詐
乱
常
、
妄
説
符
瑞
。
蘭
台

御
史
張
求
等
一
百
余
人
、
招
結
奴
隷
。
諜
為
大
逆
。
(
後
略
}

と
あ
り
、
例
張
衰
伝
附
白
沢
伝
(
鴎
一
一
)
に
、

太
和
五
年
卒
。
(
中
路
)
遺
侍
御
史
、
営
護
喪
事
。

と
あ
り
、
の
郵
淵
伝
附
羨
伝
(
嶋
一
一
)
に
、

歴
中
書
学
生
、
侍
御
史
。

と
あ
り
、
均
一
越
郡
王
幹
伝
(
巻
二
)
に
、

一上

所
生
母
莞
。
(
中
略
)
遺
侍
御
史
仮
節
監
護
喪
事
。

巻
五

と
あ
り
ぱ
一
崖
弁
伝
附
景
僑
伝
(
六
)
に
、

歴
侍
御
史
、
主
文
中
散
。

と
あ
る
。
例
、
的
、
仙
川
、
也
、
白
一
白
一
は
い
ず
れ
も
高
祖
の
と
き
の
も

の
で
あ
る
。
以
上
、
ハ
門
i
由
一
の
史
料
を
み
て
気
付
く
こ
と
が
三
点
あ
る
。

そ
の
一
は
御
史
に
よ
る
非
違
弾
劾
を
示
す
事
例
が
一
例
し
か
見
出
せ
な

い
乙
と
戸
川
W
高
説
伝
)
で
あ
り
、
そ
の
こ
は
御
史
に
よ
る
監
察
を
示
す

事
例
も
ま
た
一
例
し
か
見
出
せ
な
い
乙
と

(
O安
積
伝
。
な
お
、
高
論

伝
も
含
め
れ
ば
二
例
。
)
で
あ
り
、
そ
の
三
は
御
史
就
官
者
の
例
が
極

め
て
少
な
い
乙
と
で
あ
る
(
付
周
幾
、
同
奨
烏
侯
、
白
安
類
、
帥
予
筒
、

的
宿
石
、
財
尉
力
斤
、
川
円
高
一
誼
、

ω張
求
、
白
郵
羨
、
出
一
盛
景
鳴
の
十
ト戸。

名
注
⑬
)
。

と
と
ろ
で
、
職
員
令
が
施
行
さ
れ
た
太
和
十
七
年
六
月
以
後
の
こ
と

を
記
し
た
史
料
に
は
、
御
史
に
よ
る
百
官
の
監
察
、
そ
の
非
違
弾
劾
の

事
例
が
頻
見
し
、
御
史
就
宮
者
も
ま
た
多
出
す
る
。
い
ま
職
員
令
施
行

以
後
の
御
史
に
よ
る
弾
劾
事
件
が
記
さ
れ
て
い
る
史
料
の
所
在
を
あ
げ

て
み
よ
う
。
但
し
、
敬
宗
の
時
代
を
最
後
に
し
て
北
貌
王
朝
の
実
権
は

繭
朱
氏
一
族
や
高
歓
等
の
権
臣
に
全
く
奪
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
一
応

そ
の
時
期
を
、
高
祖
、
世
宗
、
粛
宗
、
敬
宗
の
時
代
、
約
三
十
年
間
に

し
ぼ
り
、
敬
宗
よ
り
後
の
も
の
は
と
ら
な
い
ζ

と
と
す
る
。

①
世
宗
紀
(
時
)
延
昌
元
年
十
二
月
己
己
の
条
、
②
粛
宗
紀
(
鳩
)

正
光
三
年
十
二
月
丁
亥
の
条
、
@
高
涼
王
孤
伝
附
子
恩
伝
(
酪
一
)



④
常
山
王
馬
標
附
寿
興
伝
（
蜷
マ
⑤
常
山
王
遵
伝
附
暉
伝
（
礎
｝
）

⑥
八
六
王
宮
伝
附
継
伝
（
誉
、
⑦
陽
平
王
新
成
伝
附
欽
伝
（
蜷

七
、
⑧
譲
王
小
新
成
伝
附
属
伝
（
蜷
七
、
⑨
広
平
王
洛
侯
伝

附
匡
伝
（
樺
）
、
⑩
章
聖
王
二
六
気
附
融
伝
（
馨
）
、
⑪
安
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
⑫
河
間
王
二
八
附
探
伝
（
蜷
二
）
、

王
休
伝
附
五
平
伝
（
警
）

⑬
趙
篠
笛
幹
伝
（
謹
）
、
．
⑭
趙
郡
王
喉
首
附
漢
（
捲
与
、
⑮

墾
　
遷
臨
躍
鞭
麟
＝
一
詳
総
踊
灘
弔
噌

二
三
）
、
⑳
司
馬
叔
旙
書
面
仲
直
伝
（
謄
三
）
、
璽
慧
紀
伝
魁

⑳
高
道
憐
伝
（
雄
六

　　

@　

@　

@
　
）
、
⑳
離
伝
（
騰
六
）
、
⑪
霧
伝
（
二
六
〕

⑫
応
需
（
蜷
六
）
、
⑬
重
富
伝
（
蜷
六
〕
、
⑭
食
毒
伝
附
世
哲
伝

（
嘆
）
、
盤
光
伝
附
敬
友
伝
（
蜷
六
）
、
⑯
童
戯
（
蜷
六
）
、

⑰
甑
山
伝
附
張
流
伝
（
倦
六
）
、
⑬
高
話
伝
（
倦
六
）
、
⑲
王
世
弼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

伝
（
常
勤
）
、
①
陽
言
伝
附
固
伝
（
五
七
）
、
⑪
書
生
伝
（
輩
七
）

北
魏
の
御
史

繧
（
黒
八
）
、
舞
道
元
伝
（
蜷
八
）
、
㊥
王
顕
伝
（
捲
九
）
、

⑳
王
叡
現
態
襲
伝
塾
九
）
、
⑪
藷
伝
垂
九
）
、
⑫
抱
疑
伝
附

老
寿
伝
（
騰
九
）
、
⑬
幽
思
逸
伝
附
病
態
伝
（
騰
九
）
、
⑭
楊
弓
伝

　　

@　

@、

O
北
史
蜷
三
羊
祉
伝
附
註
伝
、
㊥
館
主
蜷
嘉
収
爆

（
騰
九
）

　
以
上
と
り
あ
げ
た
諸
伝
中
に
は
御
史
に
よ
る
弾
劾
事
例
を
二
件
以
上

記
し
て
い
る
も
の
も
あ
．
る
の
で
、
史
料
に
あ
．
ら
わ
れ
た
太
和
十
七
年
以

後
の
弾
劾
事
例
は
右
に
あ
げ
ら
れ
た
六
十
六
と
い
う
数
を
若
干
上
回
る
。

さ
て
先
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
現
在
検
索
し
得
る
二
二
十
七
年
よ
り

前
の
約
九
＋
年
間
に
お
け
る
御
電
磁
事
例
は
古
同
謹
伝
（
港
三
）
に
み
腔

え
る
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
太
和
十
七
年
以
後
の
約
三
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

間
の
現
象
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
こ
に
顕
著
な
相
違
が
存
在
す
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
数
的
相
違
は
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
史
料

を
あ
げ
る
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
御
史
に
よ
る
百
官
監
察
の
事
例
、
御

史
就
癖
者
数
の
場
合
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
高
説
伝
に
お
け
る
御
史
高
説
の
弾
劾
の
事
跡
の
史
料
と
し

て
の
信
愚
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
高
諸
は
北
斉
を
建
て
た
高
歓

の
祖
父
に
あ
た
る
。
魏
書
は
周
知
の
よ
う
に
北
斉
の
時
代
に
作
成
さ
れ

た
、
北
魏
一
代
の
こ
と
を
記
し
た
正
史
で
あ
る
。
魏
書
に
お
い
て
高
歓

の
家
系
に
属
．
す
る
人
々
に
つ
い
て
の
記
載
が
極
め
て
作
為
的
な
改
窟
に

満
ち
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
注
⑭
。
と
す
れ
ば
高
歓
の
祖
父
に
あ

巻

一

、

巻

一

④
常
山
王
遵
伝
附
寿
興
伝
(
五
)
⑤
常
山
王
遵
伝
附
嘩
伝
{
五
)

⑥
京
兆
王
製
伝
附
継
伝
(
捲
一
)
、
⑦
陽
平
王
新
成
伝
附
欽
伝
(
措

仁
、
@
済
陰
王
小
新
成
長
誕
伝
(
号
、
⑨
広
平
王
洛
侯
伝

附
匡
伝
(
鳩
ト
)
、
⑪
章
武
王
太
洛
伝
附
融
伝
(
問
ト
)
、
⑪
安
定

王
休
伝
附
願
平
伝
仏
モ
、
⑫
河
間
王
若
伝
附
探
伝
金
一
一
)
、

⑬
越
郡
王
幹
伝
(
巻
一
一
)
、
.
⑭
趨
郡
王
幹
伝
附
誼
伝
(
巻
一
一
)
、
⑮

一

上

一

上

北
海
王
詳
伝
(
巻
一
一
)
、
⑮
北
海
王
詳
伝
附
誼
伝
〔
巻
一
)
、
⑬
廃

太
子
陶
伝
(
荘
一
一
一
つ
、
⑮
尉
古
真
伝
附
宰
伝
(
雄
一
一
一
船
子
栗
蝉
伝

附
景
伝
(
巻
一
二
)
、
@
封
郵
伝
附
回
伝
(
治
一
ニ
)
、
@
王
憲
伝
附
雲

伝
(
巻
一
二
九
、
@
東
建
伝
附
念
伝
(
巻
三
い
一
、
@
李
順
伝
附
憲
伝
(

三

1

J

四

堵
一
一
一
)
、
@
司
馬
叔
播
伝
附
仲
明
伝
(
時
一
一
一
)
、
@
王
慧
龍
伝
附
瑳

伝
(
鴻
一
二
)
、
@
窟
讃
伝
附
藤
伝
(
冶
四
)
、
@
韓
秀
伝
附
務
伝
(

述
四
)
/
、
@
慮
玄
伝
附
泊
代
伝
(
時
四
円
、
@
高
允
伝
附
紳
伝
(
清

)
、
@
李
霊
伝
附
宣
茂
伝
(
巻
四
)
、
@
趨
逸
伝
附
令
勝
伝
(
ゴ

九

五
)
、
@
鄭
義
伝
附
雲
伝
(
治
五
)
、
@
崖
弁
伝
附
構
伝
(
捨
五
)
、

@
崖
挺
伝
附
勉
伝
(
巻
五
)
u
f
⑥
楊
播
伝
(
崎
市
五
)
、
@
楊
銑
伝
附

七

椿
伝
(
噛
五
)
、
@
楊
播
伝
附
皇
伝
(
消
五
)
/
、
⑨
李
彪
伝
(
迅
六
)

@
高
道
川
町
伝
(
沌
六
)
、
⑩
郭
一
昨
伝
(
吟
ハ
)
、
@
張
葬
伝

(
M
Tハ)

⑫
那
轡
伝
(
吟
ハ
)
、
@
李
平
伝
(
一
一
六
)
、
⑭
李
崇
伝
附
世
哲
伝

(
巻
六
)
、
⑮
握
光
伝
附
敬
友
伝
(
巻
六
)
、
⑮
甑
探
伝
(
唾
ハ
)
、

@
恥
探
伝
附
張
纂
伝
(
唾
ハ
)
、
⑮
民
聡
伝
(
噌
ム
ハ
)
、
@
L
世
弼

伝
(

J
匂
七
)
、
@
陽
尼
仇
附
園
伝
(
巻
七
)
、
動
実
康
生
伝
(
巻
七
)

一

一

一

一

一

北
貌
の
御
史

@
高
崇
伝
附
道
穆
伝
(
時
七
)
、
@
山
偉
伝
戸
港
八
)
、
@
孫
恵
蔚

巻
1
k

二

巻

八

『

巻

伝
(
四
/
}
、
@
蓑
位
伝
r

八
)
、
@
羊
祉
伝
〔
日
日
/
)
、
@
握

選
伝
(
鳩
八
)
、
@
郵
道
元
伝
(
鳩
八
)
、
@
王
顕
伝
(
唱
九
〕
、

@
王
叡
伝
附
襲
伝
戸
当
九
)
、
@
茄
暗
伝
(
玲
九
)
、
@
抱
屍
伝
附

老
寿
伝
(
捲
九
)
、
@
劉
思
逸
伝
附
毛
暢
伝
(
暗
九
)
、
@
楊
範
伝

(
醜
九
)
可
@
北
史
鳩
三
羊
祉
伝
附
霊
引
伝
、
駅
北
史
噌
五
線
収
伝
。

-

白

以
上
と
り
あ
げ
た
諸
伝
中
に
は
御
史
に
よ
る
弾
劾
事
例
を
二
件
以
上

記
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
太
和
十
七
年
以

後
の
弾
劾
事
例
は
右
に
あ
げ
ら
れ
た
六
十
六
と
い
う
数
を
若
干
上
回
る
。

さ
て
先
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
現
在
検
索
し
得
る
太
和
十
七
年
よ
り

前
の
約
九
十
年
間
に
お
け
る
御
史
弾
劾
事
例
は
高
誼
伝
(
ヰ
一
一
一
)
に
み

え
る
一
例
の
み
で
あ
る
。
乙
の
こ
と
を
太
和
十
七
年
以
後
の
約
三
十
年

間
の
現
象
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
乙
に
顕
著
な
相
違
が
存
在
す
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
数
的
相
違
は
、
乙
乙
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
史
料

を
あ
げ
る
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
御
史
に
よ
る
百
宮
監
察
の
事
例
、
御

史
就
官
者
数
の
場
合
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

と
と
で
、
高
論
伝
に
お
け
る
御
史
高
誼
の
弾
劾
の
事
跡
の
史
料
と
し

て
の
信
葱
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
高
誼
は
北
斉
を
建
て
た
高
歓

の
祖
父
に
あ
た
る
。
線
書
は
周
知
の
よ
う
に
北
斉
の
時
代
に
作
成
さ
れ

た
、
北
郵
一
代
の
乙
と
を
記
し
た
正
史
で
あ
る
。
貌
書
に
お
い
て
高
歓

の
家
系
に
属
す
る
人
々
に
つ
い
て
の
記
載
が
極
め
て
作
為
的
な
改
鼠
に

満
ち
て
い
る
乙
と
は
有
名
で
あ
る
注
⑭
。
と
す
れ
ば
高
歓
の
祖
父
に
あ
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北
魏
の
御
史

た
る
高
謹
の
伝
の
作
成
に
あ
た
っ
て
も
改
窟
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
十
分
・

考
え
ら
れ
る
。
北
斉
射
ず
武
紀
上
に
、

　
　
斉
高
祖
神
武
皇
帝
、
姓
高
、
名
田
。
字
賀
六
渾
。
渤
海
積
人
々
。

　
　
　
（
中
略
）
湖
生
息
子
。
第
三
子
謹
、
仕
魏
位
至
侍
御
史
。
坐
法
徒

　
　
居
延
齢
鎮
。
論
生
皇
考
樹
。

と
あ
る
。
浜
口
重
国
氏
は
こ
の
史
料
に
つ
い
て
、

　
　
誼
が
徒
鎮
以
前
魏
朝
に
仕
え
て
侍
御
史
に
為
っ
た
と
い
う
伝
の
如

　
　
き
は
、
彼
が
高
年
の
祖
父
に
し
て
後
世
粉
飾
さ
れ
る
こ
と
の
最
も

　
　
多
い
人
で
あ
っ
た
丈
け
に
、
信
用
な
ど
微
塵
も
置
け
た
話
で
は
な

　
　
か
ら
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
注
⑮
。
つ
ま
り
高
説
が
御
史
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
す
ら
当
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
高
誼
伝
の
御
史
弾
劾
の
記

載
は
、
誼
の
伝
を
美
化
す
る
た
め
魏
虚
血
の
史
官
に
よ
つ
で
故
意
に
加

筆
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
強
い
の
で
あ
る
。
も
し
加
筆
が
事
実
で
あ

る
と
す
る
と
天
骨
四
年
以
後
の
約
九
十
年
間
、
法
が
厳
酷
に
用
い
ら
れ

た
時
期
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
史
弾
劾
の
記
載
例
が
一
つ
も

な
い
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
弾
劾
の
前
提
と
な
る
御
史
に
よ
る
百
官
の
監
察
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
先
に
こ
の
時
期
に
お
け
る
御
史
監
察
の
事
例
は
安
韻
伝

（
謄
三
）
に
「
宣
城
麦
尺
自
長
安
追
撃
晒
首
昌
、
裾
短
竃
頷

為
監
軍
侍
御
史
。
」
と
あ
る
も
の
と
高
誼
伝
の
記
事
と
の
二
例
だ
け
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
う
ち
安
頷
伝
に
は
監
軍
器
御
史
と
い
う
官

が
み
え
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
御
史
の
職
分
の
一
つ
と
し
て
「

軍
隊
の
監
察
」
と
い
う
略
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
先
述
し

た
よ
う
に
周
幾
伝
（
蜷
三
）
に
は
「
太
宗
即
位
、
為
殿
中
軸
組
実
掌

宿
衛
禁
兵
。
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
監
察
と
い
う
こ
と
が
直
接
表
面

に
は
出
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
恐
ら
く
御
史
に
よ
る
特
定
の
軍

隊
監
察
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
高
潔
伝
の
御
史
に
関
す

る
史
料
は
そ
の
皇
道
性
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
除
い

て
み
た
際
、
現
存
の
史
料
に
よ
る
限
り
、
御
史
に
よ
る
監
察
は
軍
隊
（

特
に
禁
軍
）
に
対
す
る
監
察
に
限
ら
れ
、
尚
書
省
を
構
成
す
る
官
吏
や

州
県
官
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
中
央
地
方
の
行
政
に
携
わ
る
官
吏
に
対

す
る
も
の
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
か
り
に
高
詮
伝
の
史
料
が
事

実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
弾
劾
権
の
行
使
が
行
政
官
吏
に
対
す

る
監
察
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
際
、
こ
の
時
期
に
お
い

て
行
政
官
吏
の
監
察
を
示
す
事
例
が
一
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
の
｝
例
と
い
う
数
も
太
和
十
七
年
以
後
の
事
例
数
と
比
べ
る
と
極
め

て
少
な
い
。
結
局
こ
の
時
期
の
御
史
は
、
軍
事
面
以
外
の
百
官
監
察
に

お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
活
動
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

四
、
高
祖
の
官
制
改
革
と
御
史
台

　
本
節
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
時
、
御
史
台
に
加
え
ら
れ
た
改
革
の

実
態
を
と
り
あ
げ
る
・

　
ま
ず
、
御
史
令
の
改
革
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
敬
宗
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北
貌
の
御
史

た
る
高
誼
の
伝
の
作
成
に
あ
た
っ
て
も
改
窟
の
行
わ
れ
た
乙
と
が
十
分

考
え
ら
れ
る
。
北
斉
書
唱
神
武
紀
上
に
、

斉
高
祖
神
武
皇
帝
、
姓
高
、
名
歓
。
字
賀
六
揮
。
潮
海
腐
人
也
。

(
中
略
)
湖
生
四
子
。
第
三
子
誼
、
仕
槻
位
宅
侍
御
史
。
坐
法
徒

居
懐
朔
鎮
。
論
生
皇
考
樹
。

と
あ
る
。
浜
口
重
国
氏
は
乙
の
史
料
に
つ
い
て
、

舗
が
徒
鎮
以
前
貌
朝
に
仕
え
て
侍
御
史
に
為
っ
た
と
い
う
伝
の
如

き
は
、
彼
が
高
歓
の
祖
父
に
し
て
後
世
粉
飾
さ
れ
る
こ
と
の
最
も

多
い
人
で
あ
っ
た
丈
け
に
、
信
用
な
ど
微
墨
も
置
け
た
話
で
は
な

か
ら
う
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
注
⑮
。
つ
ま
り
高
識
が
御
史
に
な
っ
た
と
い
う
乙

と
す
ら
当
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
高
誼
伝
の
御
史
弾
劾
の
記

載
は
、
誼
の
伝
を
美
化
す
る
た
め
貌
収
等
の
史
官
に
よ
っ
て
故
意
に
加

筆
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
強
い
の
で
あ
る
。
も
し
加
筆
が
事
実
で
あ

る
と
す
る
と
天
興
四
年
以
後
の
約
九
十
年
間
、
法
が
厳
酷
に
用
い
ら
れ

た
時
期
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
御
史
弾
劾
の
記
載
例
が
一
つ
も

な
い
と
と
に
な
る
。

と
と
ろ
で
、
弾
劾
の
前
提
と
な
る
御
史
に
よ
る
百
官
の
監
察
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
先
に
乙
の
時
期
に
お
け
る
御
史
監
察
の
事
例
は
安
韻
伝

(
鎌
一
一
一
)
に
「
官
一
城
王
実
斤
、
自
長
安
迫
撃
赫
連
昌
、
至
子
安
定
。
領

為
監
軍
侍
御
史
。
」
と
あ
る
も
の
と
高
誼
伝
の
記
事
と
の
二
例
だ
け
で

あ
る
と
と
を
述
べ
た
。

ζ

の
う
ち
安
韻
伝
に
は
監
軍
侍
御
史
と
い
う
官

が
み
え
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
御
史
の
職
分
の
一
つ
と
し
て
「

軍
隊
の
監
察
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
先
述
し

巻

三

日

た
よ
う
に
周
幾
伝

(
O
)
に
は
「
太
宗
目
位
、
為
殿
中
侍
御
史
、
掌

宿
衛
禁
兵
。
」
と
あ
る
。
乙
の
場
合
、
監
察
と
い
う
乙
と
が
直
接
表
面

に
は
出
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
乙
れ
は
恐
ら
く
御
史
に
よ
る
特
定
の
軍

隊
監
察
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
高
誼
伝
の
御
史
民
関
す

る
史
料
は
そ
の
信
葱
性
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
乙
れ
を
除
い

て
み
た
際
、
現
存
の
史
料
に
よ
る
限
り
、
御
史
に
よ
る
監
察
は
軍
隊
(

特
に
禁
軍
)
に
対
す
る
監
察
に
限
ら
れ
、
尚
書
省
を
構
成
す
る
官
吏
や

州
県
官
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
中
央
地
方
の
行
政
に
携
わ
る
宮
吏
に
対

す
る
も
の
が
な
い
乙
と
に
な
る
。
一
方
、
か
り
に
高
雄
伝
の
史
料
が
事

実
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
弾
劾
権
の
行
使
が
行
政
官
吏
に
対
す

る
監
察
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
際
、
乙
の
時
期
に
お
い

て
行
政
官
吏
の
監
察
を
示
す
事
例
が
一
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
の
一
例
と
い
う
数
も
太
和
十
七
年
以
後
の
事
例
数
と
比
べ
る
と
極
め

て
少
な
い
。
結
局
乙
の
時
期
の
御
史
は
、
軍
事
面
以
外
の
百
官
監
察
に

お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
活
動
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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四

高

祖

の

官

制

改

革

と

御

史

台

本
節
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
時
、
御
史
台
に
加
え
ら
れ
た
改
革
の

実
態
を
と
り
あ
げ
る
、

ま
ず
、
御
史
令
の
改
革
が
あ
っ
た
乙
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
敬
宗



の
と
き
、
御
史
台
が
尚
書
省
に
三
朝
名
帳
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
た

が
、
尚
書
省
が
結
局
そ
れ
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
高
二

王
孤
伝
附
子
思
露
草
）
に
、
御
史
中
尉
元
子
思
の
そ
れ
に
関
す
る

弾
文
と
、
そ
の
掌
文
に
対
す
る
達
子
を
の
せ
、

　
　
子
思
量
日
、
安
御
史
令
云
、
中
尉
督
司
百
僚
、
乱
書
侍
御
史
糾
察

　
　
禁
内
。
又
云
、
中
尉
出
行
、
車
輻
前
駆
、
除
道
一
里
、
王
公
百
辟

　
　
避
路
。
　
（
中
略
〕
去
月
朔
旦
、
轡
型
尚
書
索
王
朝
名
帳
。
而
省
稽

　
　
留
不
送
。
尋
復
習
催
井
主
要
。
母
子
尚
書
郎
申
紫
雲
伯
後
注
云
、

　
　
案
旧
事
、
御
史
中
尉
逢
五
郎
於
複
道
、
中
尉
下
車
執
板
、
郎
中
帯

　
　
上
挙
手
礼
之
。
以
此
而
言
、
明
非
敵
礼
。
二
世
見
場
、
深
層
陽
春
。

　
　
旋
省
二
三
、
未
解
所
以
。
正
善
都
省
別
被
新
式
、
改
易
高
祖
旧
命
。

　
　
即
遣
移
問
、
事
何
所
依
。
　
（
中
略
）
詔
日
、
国
異
政
、
不
可
嫁
之

　
　
古
事
。
付
司
検
高
祖
旧
格
、
普
処
得
失
以
聞
。
尋
従
子
中
奏
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
高
祖
の
と
き
の
御
、
史
令
が
以
後

愚
挙
の
と
き
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
過
せ
ら
れ
る
。
さ
て
、
高
祖
紀

（
階
七
）
太
和
十
七
年
六
月
の
条
に
・

　
一　

　
乙
巳
、
週
日
、
六
十
備
子
周
経
、
九
列
嫡
於
漢
晋
。
務
必
有
恒
、

　
　
人
守
其
職
。
比
百
秩
錐
面
、
事
典
未
叙
。
自
軍
元
樹
位
、
躬
加
省

　
　
覧
。
遠
忌
軍
籍
、
近
採
時
宜
、
作
職
員
令
二
十
一
巻
。
事
迫
戎
期
、

　
　
未
善
狂
暴
。
錐
不
足
軌
範
万
度
、
永
牢
不
朽
、
且
可
釈
滞
目
前
、

　
　
麓
整
時
務
。
須
待
軍
回
、
更
三
所
閾
。
権
可
回
外
施
行
。
其
耳
当

　
　
局
所
広
田
令
値
崩
最
尾
、
随
事
以
聞
。
当
更
藻
魚
。

O

と
あ
る
。
先
に
み
た
所
を
合
わ
せ
考
え
る
と
こ
の
職
員
令
に
い
ま
み
て

い
る
御
史
令
が
入
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
。
も
っ
と
も
太
和
十
六
年

四
月
に
は
新
律
令
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で

あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
と
き
い
ま
み
て
い
る
御
史
令
が
芽
を
出
し
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
，
い
ず
れ
に
し
て
も
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
時

に
新
し
い
御
史
の
官
制
が
定
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
論
旨
に

は
影
響
し
な
い
の
で
、
論
述
の
繁
雑
さ
を
避
け
、
高
祖
の
と
き
の
御
史

令
の
制
定
時
を
平
和
十
七
年
六
月
と
す
る
。
こ
の
御
史
の
新
官
制
の
制

定
と
符
を
合
せ
る
か
の
よ
う
に
御
史
に
よ
る
弾
劾
の
事
例
が
あ
ら
わ
れ

て
乏
。
高
道
悦
伝
（
誰
六
）
に
、

　
　
転
治
書
侍
御
史
、
加
諌
議
大
夫
。
正
色
当
官
、
不
禅
強
禦
。
車
駕

　
　
南
征
、
徴
兵
秦
雍
。
大
徳
秋
季
、
閲
集
洛
陽
。
道
悦
以
使
者
治
書

　
　
御
史
醇
聡
、
侍
御
主
文
中
散
元
志
等
、
稽
早
期
会
、
幽
翠
其
罪
。

　
　
又
奏
兼
左
僕
崖
下
部
尚
書
任
期
王
澄
、
黒
総
朝
右
、
任
属
戎
機
、

　
　
軍
使
会
否
、
曾
早
撃
奏
。
尚
書
左
丞
公
孫
良
、
桑
果
昇
平
、
蒙
冒

　
　
莫
挙
。
請
以
見
事
免
良
等
所
居
官
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
右
は
太
和
十
七
宰
．
六
月
か
ら
遷
洛
が

決
行
さ
れ
る
阿
年
九
月
ま
で
の
間
に
御
史
に
よ
る
弾
劾
の
行
わ
れ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
北
魏
末
ま
で
、
前
節
で
と

り
あ
げ
た
よ
う
に
御
史
に
よ
る
弾
劾
事
例
が
恒
常
的
に
存
在
す
る
よ
う

に
な
る
。

　
ま
た
遷
三
時
を
境
と
し
て
御
史
中
尉
就
異
者
が
恒
常
的
に
史
料
の
上
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北
魏
の
御
史

の
と
き
、
御
史
台
が
尚
書
省
に
応
朝
名
帳
を
送
付
す
る
こ
と
を
求
め
た

が
、
尚
書
省
が
結
局
そ
れ
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
高
涼

王
孤
伝
附
子
思
伝
(
酷
一
)
に
、
御
史
中
尉
元
子
思
の
そ
れ
に
関
す
る

弾
文
と
、
そ
の
弾
文
に
対
す
る
答
詔
を
の
せ
、

子
思
奏
回
、
安
御
史
令
云
、
中
尉
督
司
百
僚
、
治
書
侍
御
史
糾
察

禁
内
。
又
云
、
中
尉
出
行
、
車
轄
前
駆
、
除
道
一
里
、
王
公
百
畔

避
路
。
(
中
略
)
去
月
朔
旦
、
台
移
尚
書
索
応
朝
名
帳
。
而
省
稽

留
不
送
。
尋
復
移
催
井
主
吏
。
忽
為
尚
書
郎
中
斐
献
伯
後
注
云
、

案
旧
事
、
御
史
中
尉
逢
台
郎
於
複
道
、
中
尉
下
車
執
板
、
郎
中
車

上
挙
手
礼
之
。
以
此
而
一
言
、
明
非
敵
礼
。
臣
既
見
此
、
深
為
怪
惇
。

旋
省
二
三
、
未
解
所
以
。
正
謂
都
省
別
被
新
式
、
改
易
高
祖
旧
命
。

即
遺
移
問
、
事
何
所
依
。
(
中
略
)
詔
目
、
国
異
政
、
不
可
操
之

古
事
。
付
司
検
高
祖
旧
格
、
推
処
得
失
以
問
。
尋
従
子
思
奏
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
高
祖
の
と
き
の
御
‘
史
令
が
以
後

敬
宗
の
と
き
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
さ
て
、
高
祖
紀

(
時
七
)
太
和
十
七
年
六
月
の
条
に
、

乙
己
、
詔
日
、
六
職
備
子
周
経
、
九
列
柄
於
漢
晋
。
務
必
有
恒
、

人
守
其
職
。
比
百
秩
雄
陳
、
事
典
未
叙
。
自
八
元
樹
位
、
射
加
省

覧
。
遠
依
往
籍
、
近
採
時
宜
、
作
職
員
令
二
十
一
巻
。
事
迫
戎
期
、

未
善
周
悉
。
雄
不
足
綱
範
万
度
、
永
垂
不
朽
、
且
可
釈
滞
目
前
、

麓
整
時
務
。
須
待
軍
回
、
吏
論
所
関
。
権
可
付
外
施
行
。
其
有
当

局
所
疑
而
令
文
不
載
者
、
随
事
以
問
。
当
更
附
之
。

北
韓
の
御
史

と
あ
る
。
先
に
み
た
所
を
合
わ
せ
考
え
る
と
乙
の
職
員
令
に
い
ま
み
て

い
る
御
史
令
が
入
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
。
も
っ
と
も
太
和
十
六
年

四
月
に
は
新
律
令
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
不
明
で

あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
と
き
い
ま
み
て
い
る
御
史
令
が
芽
を
出
し
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
時

に
新
し
い
御
史
の
官
制
が
定
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
論
旨
に

は
影
響
し
な
い
の
で
、
論
述
の
繁
雑
さ
を
避
け
、
高
祖
の
と
き
の
御
史

令
の
制
定
時
を
太
和
十
七
年
六
月
と
す
る
。
こ
の
御
史
の
新
官
制
の
制

定
と
符
を
合
せ
る
か
の
よ
う
に
御
史
に
よ
る
弾
劾
の
事
例
が
あ
ら
わ
れ

巻
六

て
く
る
。
高
道
悦
伝
(
二
)
に
、

転
治
書
侍
御
史
、
加
諌
議
大
夫
。
正
色
当
官
、
不
憎
強
禦
。
車
駕

南
征
、
徴
兵
秦
躍
。
大
期
秋
季
、
閲
集
洛
陽
。
道
悦
以
使
者
治
書

御
史
蒔
聡
、
侍
御
主
文
中
散
元
士
山
等
、
稽
違
期
会
、
奏
挙
其
罪
。

又
奏
兼
左
僕
射
吏
部
尚
書
任
城
王
澄
、
位
総
朝
右
、
任
属
戎
機
、

兵
使
会
否
、
曾
不
検
奏
。
尚
書
左
丞
公
孫
良
、
職
維
枢
轄
、
蒙
官

莫
挙
。
請
以
見
事
免
良
等
所
居
官
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
右
は
太
和
十
七

r.
六
月
か
ら
選
洛
が

決
行
さ
れ
る
周
年
九
月
ま
で
の
聞
に
御
史
に
よ
る
弾
劾
の
行
わ
れ
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
以
後
北
貌
末
ま
で
、
前
節
で
と

り
あ
げ
た
よ
う
に
御
史
に
よ
る
弾
劾
事
例
が
恒
常
的
に
存
在
す
る
よ
う

に
な
る
。
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ま
た
遷
洛
時
を
境
と
し
て
御
史
中
尉
就
宮
者
が
恒
常
的
に
史
料
の
上



北
魏
の
御
史

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
い
ま
そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。
高
祖

の
と
き
の
最
も
早
い
御
史
中
尉
就
官
者
は
高
道
悦
で
あ
る
。
高
道
悦
伝

（
誰
六
）
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
、

　
　
車
駕
将
幸
鄭
、
又
兼
御
史
中
尉
、
留
守
洛
京
。
時
運
極
初
基
、
廟

　
　
逃
馬
構
。
　
（
後
略
）

と
あ
る
。
高
祖
は
減
磨
の
途
上
の
太
和
十
七
年
九
月
に
遷
都
決
行
を
群

臣
に
告
げ
、
尚
書
李
沖
等
に
洛
陽
城
の
築
城
を
命
じ
、
翌
十
月
に
は
洛

陽
か
ら
鄭
へ
行
幸
し
て
い
る
。
右
は
こ
の
と
き
の
こ
と
を
記
し
た
も
の

で
高
祖
が
鄭
に
行
幸
す
る
直
前
、
高
道
悦
が
御
史
申
尉
に
就
大
し
た
こ

と
を
伝
え
て
い
る
注
⑯
。
さ
て
、
高
涼
遺
孤
伝
附
子
思
伝
（
騰
こ
に
、

　
　
子
思
、
字
衆
念
。
性
三
越
、
恒
以
忠
烈
自
許
。
元
天
華
当
朝
権
、

　
　
胴
親
従
薦
為
御
史
中
尉
。
先
是
兼
尚
書
僕
射
元
受
奏
、
以
尚
書
百

　
　
揆
之
本
、
至
於
公
事
、
不
応
送
御
史
（
疑
送
字
下
脱
名
字
）
。
至

　
　
子
思
重
日
、
案
御
史
工
廠
、
中
尉
督
司
百
僚
、
治
書
壇
御
史
諸
節

　
　
禁
内
。
魚
皮
、
中
尉
出
行
、
車
輻
前
駆
、
除
道
一
里
、
王
公
百
辟

　
　
避
路
。
時
経
四
帝
、
前
後
中
尉
二
十
許
人
、
奉
以
周
旋
、
未
曾
暫

　
　
廃
。
府
寺
台
省
、
並
並
受
令
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
は
敬
宗
の
と
き
の
も
の
で
あ
り
、
文
中
に
み
え
る

四
帝
は
敬
重
以
前
の
四
品
、
即
ち
高
祖
、
二
二
、
粛
宗
、
敬
宗
の
四
谷

を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
右
は
四
帝
の
間
、
御
史
中
尉
に
藩
命
し
た

も
の
が
二
十
許
人
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
各
帝
の
時
代
に
御

史
申
尉
に
就
証
し
た
も
の
を
あ
げ
る
。

（
高
祖
）
①
高
道
悦
（
誰
六
高
道
負
心
）
・
②
李
彪
（
輩
六
部
彪
伝
）

　
　
　
　
③
邪
響
瑛
邪
覆
）
、
④
藤
（
北
史
蜷
三
肇
伝
附

　
　
　
　
聡
伝
）

（
世
宗
）
⑤
運
星
（
燈
臨
准
母
伝
附
或
伝
）
、
⑥
游
肇
讐
游

　　　
　
　
　
平
王
洛
侯
山
面
匡
伝
）
、
⑭
元
肇
謹
叢
王
魏
伝
附
郡

　
　
　
　
伝
）
、
⑮
封
回
（
誰
三
褻
伝
附
票
毬
、
⑯
蓋
僑
（
蜷

　
　
　
　
六
斐
延
正
伝
）
、
⑰
邸
道
元
（
蜷
八
鹿
道
元
伝
）
、
⑱
鯖

　
　
　
　
塾
言
値
剛
伝
）
、
⑲
元
纂
（
面
出
陰
画
小
新
成
伝
附
誕

　
　
　
　
伝
、
難
八
禦
伝
）

（
敬
宗
）
⑳
元
子
思
（
騰
一
高
涼
王
山
伝
附
子
思
伝
）
、
⑳
元
仲
量

　
　
　
　
蜷
レ
吉
兆
王
子
推
伝
附
書
伝
）
、
⑳
栗
茸
承
麗
七
爾

　
　
　
　
朱
彦
伯
母
附
世
承
伝
）
、
㊧
高
齢
磯
七
高
峰
伝
附
覆

　
　
　
　
伝
）
、
⑳
李
瑛
之
（
譜
八
李
薯
伝
〕

　
敬
重
の
と
き
高
道
穆
は
確
実
に
元
子
思
よ
り
も
後
に
御
史
中
尉
に
就

官
し
て
い
る
（
両
伝
参
照
〕
。
他
の
三
名
（
元
仲
景
、
爾
朱
世
承
、
李

瑛
之
）
の
場
合
は
、
元
子
思
と
の
就
官
時
の
前
後
関
係
が
分
ら
な
い
。

よ
っ
て
高
道
穆
を
高
祖
～
敬
宗
間
の
御
史
中
尉
就
宮
者
か
ら
除
き
、
か

つ
他
の
旧
名
を
加
え
る
と
そ
の
数
は
二
十
三
名
と
な
る
（
元
子
思
を
も
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北
貌
の
御
史

に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
い
ま
そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。
高
祖

の
と
き
の
最
も
早
い
御
史
中
尉
就
官
者
は
高
道
悦
で
あ
る
。
高
道
悦
伝

(
弓
ハ
)
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
、

車
駕
将
幸
鄭
、
文
兼
御
史
中
尉
、
留
守
洛
京
。
時
宮
極
初
基
、
廟

庫
未
構
。
(
後
略
)

と
あ
る
。
高
祖
は
南
伐
の
途
上
の
太
和
十
七
年
九
月
に
選
都
決
行
を
群

臣
に
告
げ
、
尚
書
李
沖
等
に
洛
陽
城
の
築
城
を
命
じ
、
翌
十
月
に
は
洛

陽
か
ら
都
へ
行
幸
し
て
い
る
。
右
は
と
の
と
き
の
乙
と
を
記
し
た
も
の

で
高
祖
が
鄭
に
行
幸
す
る
直
前
、
高
道
悦
が
御
史
中
尉
に
就
宮
し
た
乙

と
を
伝
え
て
い
る
注
⑬
。
さ
て
、
高
涼
王
孤
伝
附
子
思
伝
(
醜
一
)
に
、

子
思
、
字
衆
念
。
性
剛
暴
、
恒
以
忠
烈
自
許
。
元
天
穆
当
朝
権
、

以
親
従
薦
為
御
史
中
尉
。
先
是
兼
尚
書
僕
射
元
順
奏
、
以
尚
書
百

撲
之
本
、
宅
於
公
事
、
不
応
送
御
史
〔
疑
送
字
下
脱
名
字
)
。
至

子
思
奏
回
、
案
御
史
令
云
、
中
尉
督
司
百
僚
、
治
書
侍
御
史
糾
察

禁
内
。
又
云
、
中
尉
出
行
、
車
轄
前
駆
、
除
道
一
里
、
王
公
百
辞

避
路
。
時
経
四
帝
、
前
後
中
尉
二
十
許
人
、
奉
以
周
旋
、
未
曾
暫

廃
。
府
寺
台
省
、
並
従
此
令
。

と
あ
る
。
乙
の
史
料
は
敬
宗
の
と
き
の
も
の
で
あ
り
、
文
中
に
み
え
る

四
帝
は
敬
宗
以
前
の
四
帝
、
即
ち
高
祖
、
世
宗
、
粛
宗
、
敬
宗
の
四
帝

を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
右
は
四
帝
の
問
、
御
史
中
尉
に
就
官
し
た

も
の
が
二
十
許
人
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
各
帝
の
時
代
に
御

史
中
尉
に
就
官
し
た
も
の
を
あ
げ
る
。

巻

六

、

巻

ム

¥

(
高
祖
)
①
高
道
悦
(
二
高
道
悦
伝
〕
②
李
彪
(
二
ノ
李
彪
伝
)

③
那
概
山
(
一
時
ム
ハ
邪
轡
伝
)
、
④
蒔
聡
戸
北
史
鳩
一
一
一
蒔
弁
伝
附

聡
伝
)

巻

一

巻

五

(
世
宗
)
⑤
元
議
(
八
醇
准
王
謹
伝
附
議
伝
)
、
@
瀞
肇
(
五
瀞

巻
六

明
相
伝
附
肇
伝
)
、
⑦
李
平
(
五
李
平
伝
)
、
⑮
崖
亮
ト

鳩
」
ノ
崖
亮
伝
)
、
⑨
甑
疎
(
噌
六
瓢
探
伝
)
、
⑩
王
顕
(
咋

九
王
顕
伝
)
、
⑪
元
昭
(
峰
山
羊
祉
伝
)

(
粛
宗
)
⑫
敬
宗
孝
荘
帝
一
元
子
依
命
一
本
紀
)
、
⑬
元
医
戸
空
広

平
王
洛
侯
伝
附
匡
伝
)
、
⑭
元
部
(
吟
に
彰
城
王
郷
伝
附
部

巻
三

伝
)
、
⑮
封
回
(
二
封
畿
伝
附
凹
伝
」
、
⑮
蓑
延
僑
(
脱

六
斐
延
儒
伝
)
、
⑫
郵
道
元
〔
鳩
八
都
道
元
伝
)
、
⑮
侯
剛

(
巻
九
侯
剛
伝
)
、
⑮
元
纂
(
巻
一
済
陰
王
小
新
成
伝
附
誕

三
i

、

九

上

伝、

1
f常
景
伝
)

(
敬
宗
)
@
元
1
1
思
(
略
一
高
涼
玉
孤
伝
附
子
思
伝
)
、
@
元
仲
景
(

巻
一

E

巻
七

九
上
京
兆
王
子
推
伝
附
仲
景
伝
)
、
@
繭
朱
世
承
(
五
爾

朱
彦
伯
伝
附
世
承
伝
戸
、
、
@
高
道
穆
(
性
七
高
崇
伝
附
道
穆

伝
て
@
李
淡
之
(
ゴ
/
李
瑛
之
伝
)

敬
宗
の
と
き
高
道
穆
は
確
実
に
元
子
思
よ
り
も
後
に
御
史
中
尉
に
就

官
し
て
い
る
(
両
伝
参
照
)
。
他
の
三
名
(
元
仲
景
、
繭
朱
世
承
、
李

政
之
)
の
場
合
は
、
元
子
思
と
の
就
官
時
の
前
後
関
係
が
分
ら
な
い
。

よ
っ
て
高
道
穆
を
高
祖

i
敬
宗
聞
の
御
史
中
尉
就
官
者
か
ら
除
き
、
か

つ
他
の
三
名
を
加
え
る
と
そ
の
数
は
二
十
三
名
と
な
る
(
元
子
思
を
も
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除
く
と
二
十
二
名
）
・
。
こ
れ
は
、
元
子
島
伝
に
い
う
「
時
経
四
書
、
前

後
中
尉
二
十
許
人
」
と
正
し
く
合
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
魏
書
に
高
祖

か
ら
敬
宗
ま
で
の
御
史
中
尉
就
官
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
記
載
さ
れ
て
い
る

の
を
意
味
す
る
。
さ
て
高
祖
が
遷
重
し
た
の
は
即
位
後
二
十
年
以
上
た

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
即
位
か
ら
遷
洛
ま
で
の
約
二
十
年
間
、
御
史
中

尉
就
二
者
の
事
例
は
一
つ
も
検
索
さ
れ
な
い
。
御
史
中
尉
就
官
者
の
事

例
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
高
祖
の
父
、
顕
祖
の
在
位
中
に
も
い
え
る
。

遷
洛
以
後
、
ほ
ぼ
御
史
中
尉
島
破
者
全
員
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
み

て
、
こ
う
し
た
之
と
は
魏
書
の
記
載
の
欠
落
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ

の
際
、
御
史
中
尉
が
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
官

で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
尉
恒
真
伝
附
力
斤
伝

（
蜷
二
）
に
、
－

　
　
力
斤
、
亦
以
野
壷
聞
。
歴
位
御
史
中
尉
、
井
州
刺
史
。

と
あ
る
。
尉
力
斤
は
高
窓
の
と
き
御
史
中
尉
に
就
歯
し
た
と
考
え
ら
れ

る
注
⑰
。
そ
れ
だ
け
に
右
の
推
測
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
や
は

り
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
御
史
中
尉
は
天
工
四
年
に
設
置
さ
れ
、

そ
の
諸
藩
影
青
ま
で
続
い
て
存
在
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、

三
三
よ
り
前
と
そ
れ
以
後
と
で
御
史
中
尉
就
官
服
数
に
大
き
な
差
の
あ

る
め
は
津
和
十
七
年
置
り
前
と
そ
れ
以
後
と
で
御
史
の
果
し
た
役
割
に

大
き
な
差
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
よ
う
。

　
以
上
の
論
証
か
ら
太
和
十
七
年
に
御
史
台
の
改
革
を
行
っ
た
と
い
う

こ
と
を
示
す
端
的
な
史
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
年
を
契
機
と
し
て

御
史
台
に
何
ら
か
の
改
革
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
結
論
的
に

い
う
と
、
こ
の
改
革
は
御
史
の
強
化
と
そ
の
外
二
化
と
い
う
二
つ
の
意

図
を
為
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
御
史
強
化
の
方
針
が
打
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
み
た
よ
う
な
太
和
十
七
年
以
後
の
御
史
の
活

動
の
活
発
化
、
士
官
者
の
多
拙
と
い
う
現
象
等
か
ら
充
分
察
知
で
き
る
。

よ
っ
て
こ
こ
で
は
御
史
の
外
台
長
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
る
。
さ
て
、

高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
以
後
の
内
朝
は
そ
れ
以
前
と
は
対
照
的
に
中
国

的
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
そ
こ
で
は
か
っ
て
内
福
を
構
成
し
た
北
族
系

諸
官
が
な
く
な
り
、
内
患
の
中
心
は
侍
中
を
筆
頭
と
し
た
門
下
官
僚
と
、

舎
人
に
代
表
さ
れ
る
中
書
官
僚
と
、
後
宮
に
存
在
す
る
宙
官
の
三
者
と

な
っ
た
。
遷
洛
以
後
の
こ
れ
ら
三
者
の
役
所
、
あ
る
い
は
居
所
は
す
べ

て
禁
中
に
あ
っ
て
門
下
省
は
太
極
殿
の
東
側
の
含
三
殿
、
申
書
舎
人
省

は
太
極
殿
の
西
側
の
式
乾
田
な
い
し
は
雪
面
殿
、
後
宮
は
太
極
殿
後
方

の
宣
光
殿
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
注
⑱
。
一
方
、
御
史
台
は
、

洛
陽
伽
藍
記
港
永
寧
寺
の
条
に
、

　
　
永
寧
寺
、
岩
盤
元
年
（
五
一
六
）
霊
太
后
雷
門
所
立
也
。
在
寮
（

　
　
1
1
禁
中
）
恩
間
闊
忍
言
一
里
御
道
号
。
其
寺
東
有
太
尉
府
、
西
下

　
　
永
康
里
、
南
界
書
論
曹
、
北
隣
御
史
台
。

之
あ
る
て
と
か
ら
、
太
尉
府
な
ど
と
と
も
に
禁
中
の
外
に
位
置
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。
嘉
、
北
海
王
詳
伝
（
挙
に
は
、

　
　
需
要
高
肇
至
難
、
習
字
皓
等
謀
為
逆
乱
。
干
三
部
在
南
第
、
世
宗

　
　
召
中
尉
崔
焦
思
禁
、
敷
糾
詳
貧
淫
、
及
茄
皓
、
劉
冑
、
当
季
賢
、
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史

除
く
と
二
十
二
名
)
。
乙
れ
は
、
元
子
思
伝
に
い
う
「
時
経
四
帝
、
前

後
中
尉
二
十
許
人
」
と
正
し
く
合
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
貌
書
に
高
祖

か
ら
敬
宗
ま
で
の
御
史
中
尉
就
官
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
記
載
さ
れ
て
い
る

の
を
意
味
す
る
。
さ
て
高
祖
が
遷
洛
し
た
の
は
即
位
後
二
十
年
以
上
た

っ
て
の
と
と
で
あ
る
が
即
位
か
ら
遷
洛
ま
で
の
約
二
十
年
間
、
御
史
中

尉
就
官
者
の
事
例
は
一
つ
も
検
索
さ
れ
な
い
。
御
史
中
尉
就
官
者
の
事

例
が
な
い
と
い
う
乙
と
は
、
高
祖
の
父
、
顕
祖
の
在
位
中
に
も
い
え
る
。

遷
洛
以
後
、
ほ
ぼ
御
史
中
尉
就
官
者
全
員
の
記
載
が
あ
る
と
と
か
ら
み

て
、
こ
う
し
た
と
と
は
貌
書
の
記
載
の
欠
落
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
乙

の
際
、
御
史
中
尉
が
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
官

で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
生
ず
る
。
し
か
し
、
尉
古
真
伝
附
力
斤
伝

(
抱
一
一
)
に
、

一ノ

力
庁
、
亦
以
忠
謹
聞
。
歴
位
御
史
中
尉
、
井
州
刺
史
。

と
あ
る
。
尉
力
斤
は
高
宗
の
と
き
御
史
中
尉
に
就
官
し
た
と
考
え
ら
れ

る
注
⑫
。
そ
れ
だ
け
に
右
の
推
測
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
や
は

り
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
御
史
中
尉
は
天
興
四
年
に
設
置
さ
れ
、

そ
の
後
北
貌
末
ま
で
続
い
て
存
在
し
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、

選
洛
よ
り
前
と
そ
れ
以
後
と
で
御
史
中
尉
就
官
者
数
に
大
き
な
差
の
あ

る
の
は
太
和
十
七
年
よ
り
前
と
そ
れ
以
後
と
で
御
史
の
果
し
た
役
割
に

大
き
な
差
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
論
証
か
ら
太
和
十
七
年
に
御
史
台
の
改
革
を
行
っ
た
と
い
う

こ
と
を
示
す
端
的
な
史
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
乙
の
年
を
契
機
と
し
て

北
貌
の
御
史

御
史
台
に
何
ら
か
の
改
革
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
結
論
的
に

い
う
と
、
乙
の
改
革
は
御
史
の
強
化
と
そ
の
外
台
化
と
い
う
こ
つ
の
意

図
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
御
史
強
化
の
方
針
が
打
出
さ

れ
て
い
る
乙
と
は
す
で
に
み
た
よ
う
な
太
和
十
七
年
以
後
の
御
史
の
活

動
の
活
発
化
、
就
官
者
の
多
出
と
い
う
現
象
等
か
ら
充
分
察
知
で
き
る
。

よ
っ
て
乙
乙
で
は
御
史
の
外
台
化
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
る
。
さ
て
、

高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
以
後
の
内
朝
は
そ
れ
以
前
と
は
対
照
的
に
中
国

的
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
そ
と
で
は
か
つ
て
内
朝
を
構
成
し
た
北
族
系

諸
官
が
な
く
な
り
、
内
朝
の
中
心
は
侍
中
を
筆
頭
と
し
た
門
下
官
僚
と
、

舎
人
に
代
表
さ
れ
る
中
書
官
僚
と
、
後
宮
に
存
在
す
る
霞
官
の
三
者
と

な
っ
た
。
遷
洛
以
後
の
乙
れ
ら
三
者
の
役
所
、
あ
る
い
は
居
所
は
す
べ

て
禁
中
に
あ
っ
て
門
下
省
は
太
極
殿
の
東
側
の
含
章
殿
、
中
書
舎
人
省

は
太
極
殿
の
西
側
の
式
乾
殿
な
い
し
は
徽
音
殿
、
後
宮
は
太
極
殿
後
方

の
宣
光
殿
に
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
注
⑬
。
一
方
、
御
史
台
は
、

洛
陽
伽
藍
記
背
永
寧
寺
の
条
に
、

永
寧
寺
、
照
平
元
年
(
五
二
ハ
)
霊
太
后
胡
氏
所
立
也
。
在
{
呂
(

H
禁
中
)
前
閣
闇
門
南
一
里
御
道
西
。
其
寺
東
有
太
尉
府
、
西
対

永
療
里
、
南
界
昭
玄
曹
、
北
隣
御
史
台
。

と
あ
る
乙
と
か
ら
、
太
尉
府
な
ど
と
と
も
に
禁
中
の
外
に
位
置
し
て
い

た
乙
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
北
海
王
詳
伝
(
芦
一
)
に
は
、

後
為
高
肇
所
譜
、
云
詳
蛤
等
謀
為
逆
乱
。
子
時
詳
在
南
第
、
世
宗

召
中
尉
崖
亮
入
禁
、
教
糾
詳
貧
淫
、
及
茄
始
、
劉
胃
、
常
季
賢
、
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北
魏
の
御
史

　
　
陳
掃
静
等
専
恣
之
状
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
御
史
台
の
長
官
た
る
御
史
中
尉
は
ふ
だ
ん
は

禁
中
の
外
に
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
と
同
じ
こ
と
は
侍
御
史
、

殿
中
侍
御
実
監
察
侍
御
史
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
書
典
騰
二
、
讐

六
、
侍
御
史
の
項
に
、

　
　
後
魏
御
史
甚
重
。
堂
島
対
策
高
卓
者
補
之
。
侍
御
史
与
殿
中
前
身

　
　
史
、
昼
則
外
台
受
事
，
夜
妻
番
皮
内
台
。

と
あ
り
、
同
書
同
歯
、
監
察
侍
御
史
の
項
に
、

　
　
後
魏
太
和
末
、
並
置
此
官
。
宿
直
外
台
、
不
得
入
宿
内
省
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
右
の
通
馬
に
み
え
る
内
台
、

内
省
と
い
う
語
は
こ
の
場
合
、
禁
中
あ
る
い
は
禁
中
に
お
い
て
御
史
が

番
直
す
る
場
所
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
外
台
と
は
禁
申
の
外
に
あ
る

御
史
台
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
先
に
と
り
あ
げ
た
元
子
露
塵
（

墜
）
に
は
・
「
申
得
督
司
百
僚
重
書
侍
御
史
糾
置
土
丙
」
・
あ

る
い
は
「
皇
太
子
以
下
違
反
憲
制
、
皆
得
糾
察
。
」
と
あ
り
、
御
史
が

皇
太
子
以
下
の
百
官
を
糾
察
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
太
和
十
七
年
以
後
の
御
史
が
当
該
時
期
の
内
朝
を

構
成
し
た
侍
中
等
の
官
を
弾
劾
し
得
る
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
弾
劾
が
現
実
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ

ゑ
霧
伝
酷
六
）
・
芳
・
太
和
＋
七
年
以
後
御
史
が
覇
に
属
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
、
あ
る
い
は
窺
わ
せ
る
史
料
は
　
切
な
い
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
、
御
史
が
そ
の
役
所
、
構
成
員
、
あ
る
い
は
職
権
の
面
で

最
早
内
朝
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

年
以
後
御
史
は
外
台
化
b
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
太
和
十
七

五
、
太
和
十
七
年
の
改
革
以
後
の
御
史

　
本
節
は
太
和
十
七
年
の
改
革
以
後
、
御
史
に
ど
の
よ
う
な
権
限
が
付

与
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
御
史
台
と
尚
書
省
等
の
他
の
官

庁
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
三
和
十
七
年
の
改
革
以
後
御
史
に
ど
の
よ
う
な
職
権
が
新
た
に
付
与

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
北
三
重
時
代
の
御
史

令
が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
部
分
的
に
は
分

か
る
点
も
あ
る
。
い
ま
分
か
る
限
り
の
諸
点
を
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
、

通
典
騰
二
監
察
侍
御
史
の
項
に
・

　
　
監
察
御
史
、
初
頭
以
御
史
監
理
諸
郡
。
謂
之
監
察
史
。
漢
罷
其
名
。

　
　
二
二
太
元
中
ハ
東
晋
）
、
始
置
検
校
御
史
、
以
呉
混
之
為
之
、
掌

　
　
行
馬
外
事
。
亦
二
二
之
職
。
宋
斉
以
来
無
届
。
後
年
太
古
末
位
置

　
9
此
官
。

と
あ
り
、
太
和
末
監
察
御
史
（
検
校
御
史
）
が
置
か
れ
た
こ
ど
が
分
か

る
。
第
二
に
」
高
祖
に
よ
る
官
品
表
の
改
訂
に
伴
い
、
御
史
台
を
構
成

す
る
諸
官
の
う
ち
筆
頭
官
た
る
御
史
中
尉
と
、
次
官
と
し
て
の
治
書
侍

御
史
と
の
品
品
が
実
質
的
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
高

祖
は
、
太
和
十
五
年
十
｝
月
、
同
十
九
年
十
二
月
、
同
二
十
三
年
の
三

度
に
亘
っ
て
官
署
の
改
訂
を
行
り
て
い
る
。
い
ま
か
り
に
、
こ
の
三
つ
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北
韓
の
御
史

陳
掃
静
等
専
怒
之
状
。

と
あ
る
。
乙
の
史
料
か
ら
御
史
台
の
長
官
た
る
御
史
中
尉
は
ふ
だ
ん
は

替
市
中
の
外
に
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
と
同
じ
乙
と
は
侍
御
史
、

殿
中
侍
御
史
、
監
察
侍
御
史
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
通
典
鴎
一
一
、
職
官

六
、
侍
御
史
の
項
に
、

後
貌
御
史
甚
重
。
必
以
対
策
高
第
者
補
之
。
侍
御
史
与
殿
中
侍
御

史
、
昼
則
外
台
受
事
.
夜
則
番
直
内
台
。

と
あ
り
、
同
書
同
巻
、
監
察
侍
御
史
の
項
に
、

後
貌
太
和
末
、
亦
置
此
官
。
宿
直
外
台
、
不
得
入
宿
内
省
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
右
の
通
典
に
み
え
る
内
台
、

内
省
と
い
う
語
は
こ
の
場
合
、
禁
中
あ
る
い
は
禁
中
に
お
い
て
御
史
が

番
直
す
る
場
所
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
外
台
と
は
禁
中
の
外
に
あ
る

御
史
台
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
先
に
と
り
あ
げ
た
元
子
思
伝
(

巻
一四

)
に
は
、
「
中
尉
督
司
百
僚
、
治
書
侍
御
史
糾
察
禁
内
。
」
、
あ

る
い
は
「
皇
太
子
以
下
違
反
憲
制
、
皆
得
糾
察
。
」
と
あ
り
、
御
史
が

皇
太
子
以
下
の
百
官
を
糾
察
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
乙
の
乙
と
は
太
和
十
七
年
以
後
の
御
史
が
当
該
時
期
の
内
朝
を

構
成
し
た
侍
中
等
の
官
を
弾
劾
し
得
る
権
を
も
っ
て
い
た
と
と
を
意
味

し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
弾
劾
が
現
実
に
行
わ
れ
た
乙
と
も
あ

巻
六

る
(
張
鼻
伝
四
)
。
一
方
、
太
和
十
七
年
以
後
御
史
が
内
朝
に
属
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
、
あ
る
い
は
窺
わ
せ
る
史
料
は
一
切
な
い
。
こ
れ

ら
の
と
と
は
、
御
史
が
そ
の
役
所
、
構
成
員
、
あ
る
い
は
職
権
の
面
で

最
早
内
朝
に
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

年
以
後
御
史
は
外
台
化
し
た
の
で
あ
る
。

五、

太

和

十

七

年

の

改

革

以

後

の

御

史

つ
ま
り
太
和
十
七

本
節
は
太
和
十
七
年
の
改
革
以
後
、
御
史
に
ど
の
よ
う
な
権
限
が
付

与
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
乙
と
と
、
御
史
台
と
尚
書
省
等
の
他
の
官

庁
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
乙
と
に
す
る
。

太
和
十
七
年
の
改
革
以
後
御
史
に
ど
の
よ
う
な
職
権
が
新
た
に
付
与

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
北
貌
各
時
代
の
御
史

令
が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
部
分
的
に
は
分
一

か
る
点
も
あ
る
。
い
ま
分
か
る
限
り
の
諸
点
を
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
叩

巻
二

通
典
四
監
察
侍
御
史
の
項
に
、

監
察
御
史
、
初
秦
以
御
史
監
理
諸
郡
。
謂
之
監
察
史
。
漢
罷
其
名
。

至
晋
太
元
中
〔
東
耳
目
)
、
始
置
検
校
御
史
、
以
呉
混
之
為
之
、
掌

行
馬
外
事
。
亦
蘭
台
之
職
。
宋
斉
以
来
無
問
。
後
貌
太
和
末
亦
置

此
官
。

と
あ
り
、
太
和
末
監
察
御
史
(
検
校
御
史
)
が
置
か
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
第
二
に
1

高
祖
に
よ
る
宮
品
表
の
改
訂
に
伴
い
、
御
史
台
を
構
成

す
る
諸
官
の
う
ち
筆
頭
官
た
る
御
史
中
尉
と
、
次
官
と
し
て
の
治
書
侍

御
史
と
の
官
品
が
実
質
的
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
分
か
る
。
高

祖
は
、
太
和
十
五
年
十
一
月
、
同
十
九
年
十
二
月
、
同
二
十
三
年
の
三

度
に
一
旦
っ
て
官
品
の
改
訂
を
行
っ
て
い
る
。
い
ま
か
り
に
、
乙
の
三
つ



の
官
品
令
を
順
に
前
令
、
中
令
、
後
背
と
呼
ぶ
。
賢
聖
志
に
は
二
つ
の

官
界
表
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
者
は
軍
令
、
後
者
は
後
令
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
中
潮
と
後
生
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
相
似
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
注
⑲
）
。
こ
こ
で
こ
の
二
つ
の
官
爵
表
に
よ
っ
て
御

史
台
構
成
員
の
官
品
を
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
両
官
品
を
比
較
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
後
車
で
官
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
軒
並
下
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
御
史
台
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
の
み
に
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
現
象
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
、
他
の
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
に
つ
い
て
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
、
そ
の
理
由
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
崎
市
定
年
が
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
摘
寄
れ
て
い
る
よ

う
に
後
令
が
前
令
の
七
品
官
以
下
を
切
捨
て
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い

注
⑳
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
っ
て
御
史
台
諸
宮
の
三
品
の
変
動
を
見

る
と
、
御
史
中
尉
と
治
書
侍
御
史
と
の
官
幣
が
実
質
的
に
上
昇
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
（
御
史
中
尉
は
後
令
で
は
従
三
品
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
前
令
の
従
二
品
に
相
当
す
る
。
ま
た
治
書
意
御
史
は
後
令
で
は
六
品

官
　
名

一
雨
一
品

後
令
官
品

御
史
中
尉

三
　
品
上

従
　
三
　
品

治
書
侍
御
史

五
　
品
上

六
　
品
上

侍
　
御
　
史

従
五
品
中

八
　
品
上

殿
中
侍
御
史

従
五
品
中

従
八
品
上

検
校
御
史

不
　
　
　
置

九
　
品
上

上
で
あ
る
が
こ
れ
は
前
令
の
四
品
に
相
当
す
る
。
）
注
⑳
。

　
第
三
に
、
高
祖
の
次
の
世
界
の
時
代
に
な
る
と
御
史
中
尉
が
新
た
に

任
命
さ
れ
た
際
、
そ
の
部
下
の
御
史
を
自
ら
選
用
す
べ
き
が
制
度
化
し

た
こ
と
が
分
か
る
。
陪
書
写
二
・
百
官
下
・
御
史
台
の
条
に
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
耳
癖
延
草
中
、
王
顕
有
寵
於
宣
武
（
“
雲
華
）
、
為
御
史
中
尉
、

　
　
桑
弓
選
御
史
。
此
後
踵
其
事
、
毎
｝
中
尉
、
則
更
置
御
史
。
自
開

　
　
皇
後
、
始
自
三
部
選
用
、
傍
依
旧
入
直
禁
中
。

と
あ
る
の
は
そ
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
御
史
中
尉
は

御
史
選
用
の
た
め
の
試
験
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
注
⑫
。

　
ま
た
、
世
宗
の
時
代
に
は
、
御
史
中
尉
が
尚
書
仁
座
の
議
事
に
介
入

し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
干
珠
伝
（
倦
六
）
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
世
宗
践
詐
、
以
珠
一
中
散
大
一
策
御
史
一
尉
。
一
通
一
散
一
一
侍
、

　
　
巡
行
中
尉
。
　
（
中
略
）
一
二
参
八
座
議
事
。
尋
正
中
尉
、
常
一
如

　
　
故
。

と
あ
る
。
降
っ
て
粛
宗
の
時
代
に
な
る
と
御
史
が
税
物
の
漕
運
を
監
察

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
食
貨
志
（
誇
）
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
、

　
　
歳
遣
御
史
、
校
其
（
1
1
漕
運
）
虚
実
。
脱
有
乖
越
、
一
更
裁
量
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
御
史
の
任
務
が
広
範
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
御
史
の
権
限
が
次
第
に
強
化
拡
大
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、

そ
こ
に
他
官
庁
と
の
摩
擦
が
生
じ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
，
い
ま

そ
れ
を
五
和
十
七
年
以
後
の
高
祖
の
時
代
の
御
史
台
と
尚
書
省
と
の
間

一一@71　一

北
魏
の
御
史

の
官
品
令
を
順
一
に
前
令
、
中
令
、
後
令
と
呼
ぶ
。
官
氏
志
に
は
二
つ
の

官
品
表
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
者
は
前
令
、
後
者
は
後
令
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
中
令
と
後
令
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
相
似
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
注
⑬
)
。
乙
乙
で
こ
の
二
つ
の
官
品
表
に
よ
っ
て
御

史
台
構
成
員
の
官
品
を
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
両
官
品
を
比
較
す

る
と
後
令
で
官
品

が
軒
並
下
っ
て
い

る
ζ

と
が
分
か
る
。

乙
れ
は
御
史
台
諸

官
の
み
に
あ
ら
わ

れ
た
現
象
で
は
な

く
、
他
の
多
く
の

官
に
つ
い
て
も
い

え
る
乙
と
で
あ
る

検

殿侍御史中

侍

治書侍御史

御

校 史
F白.". 

御
御 中 名
史 史 尉

不 従 従 五 一一・

前d1{ 品H s3 h 

--
五 五

品 ロロ口
口E口I 品

置 中 中 上 上

九 従 1¥ ーノ-'-¥4 従

後1官品3 品
1¥ 

口口口 品 一一
口口口 --

上 ーと 上 上 口口口

が
、
そ
の
理
由
は

宮
崎
市
定
氏
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
後
令
が
前
令
の
七
品
官
以
下
を
切
捨
て
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い

注
@
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
っ
て
御
史
台
諸
宮
の
官
品
の
変
動
を
見

る
と
、
御
史
中
尉
と
治
書
侍
御
史
と
の
官
品
が
実
質
的
に
上
昇
し
て
い

る
と
と
が
分
か
る
〔
御
史
中
尉
は
後
令
で
は
従
三
品
で
あ
る
が
、
乙
れ

は
前
令
の
従
二
品
に
相
当
す
る
。
ま
た
治
書
侍
御
史
は
後
令
で
は
六
品

北
貌
の
御
史

上
で
あ
る
が
と
れ
は
前
令
の
四
品
に
相
当
す
る
。
)
注
@
。

第
三
に
、
高
祖
の
次
の
世
宗
の
時
代
に
な
る
と
御
史
中
尉
が
新
た
に

任
命
さ
れ
た
際
、
そ
の
部
下
の
御
史
を
自
ら
選
用
す
べ
き
が
制
度
化
し

巻
二
、

た
乙
と
が
分
か
る
。
惰
書
¥
百
官
下
、
御
史
台
の
条
に
、

後
貌
延
回
田
中
、
王
顕
有
寵
於
宣
武
〔
H
世
宗
)
、
為
御
史
中
尉
、

請
革
選
御
史
。
此
後
援
其
事
、
毎
一
中
尉
、
則
更
置
御
史
。
自
開

皇
後
、
始
自
吏
部
選
用
、
の
依
旧
入
直
禁
中
。

と
あ
る
の
は
そ
の
と
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
御
史
中
尉
は

御
史
選
用
の
た
め
の
試
験
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
注
@
。

ま
た
、
世
宗
の
時
代
に
は
、
御
史
中
尉
が
尚
書
八
座
の
議
事
に
介
入

し
た
乙
と
も
あ
っ
た
。
車
疎
伝
(
市
六
)
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
、

世
宗
践
幹
、
以
探
為
中
散
大
夫
兼
御
史
中
尉
。
転
通
直
散
騎
常
侍
、

の
兼
中
尉
。
(
中
略
)
詔
疎
参
八
座
議
事
。
尋
正
中
尉
、
常
侍
如

故。

と
あ
る
。
降
っ
て
粛
宗
の
時
代
に
な
る
と
御
史
が
税
物
の
漕
運
を
監
察

す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
る
。
食
貨
志
(
巻
↓
)
乙
そ
の
と
と
を
伝
え
て
、

L

'

一O
I

歳
遣
御
史
、
校
其

(
H
漕
運
)
虚
実
。
脱
有
事
越
、
別
吏
裁
量
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
御
史
の
任
務
が
広
範
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
乙
と
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を
窺
わ
せ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
御
史
の
権
限
が
次
第
に
強
化
拡
大
さ
れ
て
ゆ
け
ば
、

そ
乙
に
他
官
庁
と
の
摩
擦
が
生
じ
て
く
る
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ま

そ
れ
を
太
和
十
七
年
以
後
の
高
祖
の
時
代
の
御
史
台
と
尚
書
省
と
の
間



北
魏
の
御
史

に
起
っ
た
；
の
事
件
を
通
し
て
み
て
み
よ
兇
李
沖
伝
（
誰
時
）
に
、

　
　
李
彪
之
入
京
也
、
孤
微
寡
援
、
而
自
立
不
群
。
以
沖
好
士
、
傾
心

　
　
宗
附
。
沖
亦
重
其
下
学
、
礼
而
納
焉
。
罵
言
之
於
高
祖
、
公
私
相

　
　
援
益
。
及
彪
為
中
尉
兼
尚
書
、
為
高
祖
知
待
。
便
鎧
鼠
復
籍
沖
、

　
　
而
更
相
取
背
、
盲
動
坐
藤
屋
而
己
、
無
復
宗
敬
之
意
也
。
沖
頗
街

　
　
之
。
後
高
祖
南
征
、
沖
与
信
部
尚
書
任
城
白
蔓
並
以
下
　
傲
無
礼
、

　
　
遂
禁
止
之
。
奏
其
罪
状
、
沖
手
自
作
、
家
人
不
知
。
百
雷
激
切
、

　
　
因
以
自
劾
。
高
祖
覧
其
表
、
通
帳
者
久
之
。
紀
和
日
、
道
固
（
李

　
．
彪
の
字
）
可
謂
温
也
、
露
宿
唐
門
満
　
。
沖
時
震
怒
、
数
数
責
彪

　
　
前
後
葱
惇
、
瞑
目
大
呼
、
投
折
几
案
。
壷
収
御
史
、
皆
泥
首
面
縛
、

　
　
署
辱
騨
口
。
沖
素
性
温
柔
、
而
一
旦
暴
患
、
遂
発
病
荒
悸
、
言
語

　
　
乱
錯
、
猶
拒
腕
叫
署
、
称
道
小
人
。
医
薬
所
不
能
療
、
雨
請
肝
蔵

　
　
傷
裂
。
旬
有
余
日
而
卒
。

と
あ
る
。
当
時
、
毎
夏
は
尚
書
左
僕
射
、
任
城
王
澄
は
工
部
尚
書
で
右

撲
射
を
兼
ね
て
い
た
（
尚
書
令
は
欠
員
）
。
こ
の
李
沖
自
ら
が
作
成
し

た
弾
文
を
み
た
高
祖
は
、
有
司
が
李
彪
を
大
繭
に
処
す
こ
と
を
求
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
．
除
照
し
た
の
み
で
あ
り
、
か
え
っ
て
こ
の
事
件
の

直
後
に
再
び
彼
を
叙
任
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
李
彪
商
量
六
参
照
）
．

い
ま
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
李
沖
と
李
彪
と
の
争
い
の
根
本
的
原
因

が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

李
彪
伝
（
喧
ハ
）
は
同
じ
事
件
を
伝
え
て
、

　
　
車
駕
南
伐
。
彪
兼
言
支
尚
書
、
若
君
射
李
沖
、
孝
志
王
等
参
理
留

　
　
六
事
。
彪
素
性
剛
豪
、
与
沖
等
意
志
乖
異
、
仕
形
於
声
色
、
殊
無

　
　
降
下
之
心
。
自
謂
身
為
法
官
、
莫
能
糾
劾
己
者
、
遂
多
専
怒
。
沖

　
　
積
其
前
後
罪
過
、
乃
於
尚
書
省
禁
止
彪
。
上
表
日
、
　
（
中
略
〕
臣

　
　
へ
一
1
李
沖
〕
斡
集
尚
書
己
下
、
令
史
呈
上
、
幽
幽
野
曝
御
史
邸
道
元

　
　
等
於
尚
書
都
座
、
以
膳
所
犯
罪
状
告
彪
、
富
農
虚
実
。
若
苗
不
知
、

　
　
須
訊
部
下
。
彪
答
臣
言
、
事
点
在
目
、
実
如
所
由
。
官
庫
所
知
、

　
　
何
笹
書
召
部
下
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
右
に
続
け
て
、
李
沖
の
弾
文
を
載
せ
て
、

　
　
及
其
初
登
駿
台
、
始
居
司
直
、
首
復
留
置
之
儀
、
肇
正
直
縄
之
体
。

　
　
当
時
識
者
愈
以
為
難
。
而
彪
乗
組
信
行
、
不
避
豪
勢
。
其
所
弾
劾
、

　
　
応
弦
而
倒
。
赫
赫
之
威
、
振
於
下
国
、
粛
粛
墨
壷
、
白
塗
京
師
。

　
　
（
中
略
）
臣
与
任
前
壷
躬
曲
己
、
若
柳
下
之
奉
謝
兄
。
其
所
欲
者
、

　
・
回
錐
非
理
、
無
不
屈
従
。

と
あ
る
。
李
沖
や
李
彪
の
伝
を
み
て
も
、
李
彪
が
大
釜
に
価
す
る
よ
う

な
大
罪
を
犯
し
た
形
跡
は
な
い
。
つ
ま
り
、
李
沖
と
李
彪
と
の
争
い
の

根
本
的
原
因
は
、
御
史
中
尉
李
彪
が
法
官
と
し
て
の
権
威
を
振
り
か
ざ

し
て
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
事
実
上
の
尚
書
省
の
筆
頭
官
左
右
射
李
沖

の
や
り
方
に
異
を
唱
え
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
所
に
あ
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
る
。
’
そ
こ
に
は
、
’
太
和
十
七
年
の
改
革
以
後
の
御
史
台
と
国

政
の
枢
機
を
掌
る
尚
書
省
と
の
間
の
極
め
て
緊
張
し
た
関
係
を
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
ろ
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
た
御
史
台
も
、
粛
宗
の
頃
に
な
る
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北
貌
の
御
史

に
起
っ
た
一
つ
の
事
件
を
通
し
て
み
て
み
よ
う
。
李
沖
伝
(
巻
五
)
に
、

一一
一

李
彪
之
入
京
也
、
孤
微
寡
援
、
而
自
立
不
群
。
以
沖
好
士
、
傾
心

宗
附
。
沖
亦
重
其
器
学
、
礼
而
納
鷲
。
毎
言
之
於
高
祖
、
公
私
相

援
益
。
及
彪
為
中
尉
兼
尚
書
、
為
高
祖
知
待
。
便
謂
非
復
籍
沖
、

而
更
相
軽
背
、
惟
公
坐
鍛
挟
而
己
、
無
復
宗
敬
之
意
也
。
沖
頗
街

之
。
後
高
祖
南
征
、
沖
与
吏
部
尚
書
任
城
王
澄
並
以
彪
倣
無
礼
、

遂
禁
止
之
。
奏
其
罪
状
、
沖
手
自
作
、
家
人
不
知
ロ
辞
甚
激
切
、

図
以
自
劾
。
高
祖
覧
其
表
、
歎
懐
者
久
之
。
既
而
目
、
道
固
(
李

彪
の
字
)
可
謂
溢
也
、
僕
射
亦
為
満
奏
。
沖
時
震
怒
、
数
数
責
彪

前
後
慾
惇
、
損
回
大
呼
、
投
折
ル
案
。
壷
収
御
史
、
皆
泥
首
面
縛
、

雪
辱
一
韓
日
。
沖
素
性
温
柔
、
而
一
旦
暴
毒
、
遂
発
病
荒
停
、
言
語

乱
錯
、
猶
拒
腕
叫
墨
画
、
称
彪
小
人
。
医
薬
所
不
能
療
、
或
謂
肝
蔵

傷
裂
。
旬
有
余
日
而
卒
。

と
あ
る
。
当
時
、
李
沖
は
尚
書
左
僕
射
、
任
城
王
澄
は
吏
部
尚
書
で
右

僕
射
を
兼
ね
て
い
た
(
尚
書
令
は
欠
員
)
。
こ
の
李
沖
自
ら
が
作
成
し

た
弾
文
を
み
た
高
祖
は
、
有
司
が
李
彪
を
大
酔
に
処
す
こ
と
を
求
め
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
除
名
し
た
の
み
で
あ
り
、
か
え
っ
て
こ
の
事
件
の

ー

巻

ム

¥

直
後
に
再
び
彼
を
叙
任
し
よ
う
と
し
て
し
る
(
李
児
伝
ニ
/
参
照
)
。

い
ま
乙
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
李
沖
と
李
彪
と
の
争
い
の
根
本
的
原
因

が
ど
乙
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

ゐ
抗

JE-¥

李
彪
伝
(
一
J
J
/
)

は
同
じ
事
件
を
伝
え
て
、

車
駕
南
伐
。
彪
兼
度
支
尚
書
、
与
僕
射
李
沖
、
任
城
王
等
参
理
留

台
事
。
彪
素
性
剛
豪
、
与
沖
等
意
議
事
異
、
遂
形
於
声
色
、
殊
無

降
下
之
心
。
自
謂
身
為
法
官
、
莫
能
糾
劾
己
者
、
遂
多
専
怒
。
沖

積
其
前
後
罪
過
、
乃
於
尚
書
省
禁
止
彪
。
上
表
日
、
(
中
略
)
臣

(
H
李
沖
)
瓶
集
尚
書
己
下
、
令
史
己
上
、
井
治
書
侍
御
史
郎
道
元

等
於
尚
書
都
座
、
以
彪
所
犯
罪
状
告
彪
、
訊
其
虚
実
。
若
或
不
知
、

須
訊
部
下
。
彪
答
臣
言
、
事
見
在
目
、
実
知
所
劾
。
皆
彪
所
知
、

何
須
復
召
部
下
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
右
に
続
け
て
、
李
沖
の
弾
文
を
載
せ
て
、

及
其
初
登
憲
台
、
始
居
司
直
、
首
復
騎
唱
之
儀
、
肇
正
直
縄
之
体
。

当
時
識
者
余
以
為
難
。
而
彪
乗
志
信
行
、
不
避
豪
勢
。
其
所
弾
劾
、

応
弦
而
倒
。
赫
赫
之
威
、
振
於
下
園
、
粛
粛
之
称
、
著
自
京
師
。

(
中
略
)
臣
与
任
城
卑
射
曲
己
、
若
順
弟
之
奉
暴
兄
。
其
所
欲
者
、

事
雄
非
理
、
無
不
屈
従
。

と
あ
る
。
李
沖
や
李
彪
の
伝
を
み
て
も
、
李
彪
が
大
酔
に
価
す
る
よ
う

な
大
罪
を
犯
し
た
形
跡
は
な
い
。
つ
ま
り
、
李
沖
と
李
彬
と
の
争
い
の

根
本
的
原
因
は
、
御
史
中
尉
李
彪
が
法
官
と
し
て
の
権
威
を
振
り
か
ざ

し
て
、
乙
の
時
点
に
お
け
る
事
実
上
の
尚
書
省
の
筆
頭
官
左
僕
射
李
沖

の
や
り
方
に
異
を
唱
え
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
所
に
あ
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
、
太
和
十
七
年
の
改
革
以
後
の
御
史
台
と
国

政
の
枢
機
を
掌
る
尚
書
省
と
の
聞
の
極
め
て
緊
張
し
た
関
係
を
み
て
と

る
乙
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
た
御
史
台
も
、
粛
宗
の
頃
に
な
る
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と
他
官
庁
か
ら
の
攻
勢
を
う
け
、
次
第
に
そ
の
権
限
を
縮
小
き
せ
ら
れ

て
い
っ
た
。
即
ち
、
常
山
王
電
畜
暉
伝
（
巻
一
五
）
に
、

　
　
粛
宗
初
、
徴
．
拝
尚
書
左
堂
々
。
’
詔
摂
行
部
濡
事
。
上
疏
日
、
虚
聞

　
　
治
人
之
本
、
実
委
牧
守
之
官
。
得
其
才
則
政
平
物
理
、
失
其
人
則

　
　
訟
興
怨
結
。
自
非
直
筆
善
悪
、
産
婆
慶
賞
、
将
何
以
顯
彼
貧
怠
、

　
　
畦
此
清
勤
也
b
窃
以
大
使
巡
省
、
義
者
迎
市
之
費
。
御
史
馳
糾
、

　
　
頗
画
威
濫
平
面
。
且
暫
爾
往
還
、
理
不
自
門
。
縦
累
石
挙
、
良
未

　
　
芸
当
。
愚
謂
宜
令
三
司
、
八
座
、
侍
中
、
黄
門
，
葛
布
耳
目
、
外

　
　
訪
州
鎮
鷺
沼
治
人
、
守
ム
罷
不
。
若
徳
教
有
方
、
清
白
独
著
、
宜

　
　
以
名
聞
、
即
加
褒
陛
。
若
治
績
無
効
、
貧
暴
遠
聞
、
亦
便
示
牒
、

　
　
登
加
財
退
。
如
言
言
不
出
庭
戸
、
慧
知
四
方
、
端
委
垂
棋
、
明
賞

　
　
審
罰
　
。
又
表
以
御
史
之
職
、
鷹
鶴
霊
芝
、
平
心
爪
牙
、
有
所
嘩

　
　
搏
。
若
選
後
生
年
少
、
．
血
気
方
剛
者
、
恐
其
軽
騨
三
三
、
傷
物
処

　
　
広
。
愚
謂
宜
三
宿
官
経
回
、
忠
良
平
三
者
為
之
。
詔
付
外
、
依
此

　
　
施
行
。

と
あ
っ
て
、
尚
書
や
門
下
が
地
方
官
監
察
に
任
ず
べ
き
こ
と
が
大
き
く

打
出
さ
れ
た
こ
と
、
及
び
御
史
申
尉
の
御
史
手
用
に
、
恐
ら
く
は
尚
書

省
が
何
ら
か
の
介
入
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ

て
、
前
節
で
引
用
し
た
元
子
思
伝
（
騰
こ
に
、

　
　
先
斗
、
兼
尚
書
僕
奮
発
豊
里
、
以
尚
書
百
揆
之
本
田
下
畑
公
事
、

　
　
不
応
送
御
史
（
疑
送
字
下
愚
名
字
）
。

と
あ
る
よ
う
に
、
尚
書
省
が
御
史
台
に
、
応
朝
名
帳
を
送
付
し
な
い
と

北
魏
の
御
史

い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の
様
態
が
さ
ら
に
進
ん
だ
も

の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
御
史
申
尉
元
子
思
は
、
元
順
等
が
高
祖

の
定
め
た
御
史
令
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
合
わ
せ
て

尚
書
省
の
諸
官
を
弾
劾
し
た
が
結
局
失
敗
に
帰
し
た
。
こ
れ
は
当
時
、

御
史
台
の
力
が
昔
日
の
そ
れ
と
比
ぶ
べ
く
も
な
く
な
っ
て
い
る
の
を
物

語
っ
て
い
る
。
御
史
台
の
力
が
こ
の
よ
う
に
弱
く
な
っ
た
こ
と
は
、
粛

宗
の
頃
か
ら
の
宗
室
、
門
下
等
に
よ
る
政
治
の
聾
断
、
幼
君
、
女
后
の

存
在
等
に
示
さ
れ
る
皇
帝
権
力
の
弱
体
化
が
絡
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た

皇
帝
権
力
の
弱
体
化
は
正
光
五
年
（
五
二
四
）
以
後
の
六
籍
の
大
叛
乱

を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
大
乱
を
平
定
し
、
帝
位
を
窺
う
爾
朱
栄

を
倒
し
た
敬
宗
は
再
び
帝
権
の
強
化
を
企
図
す
る
が
獄
逆
に
あ
い
、
以

後
北
魏
は
崩
壊
の
一
途
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。

　
結
　
　
　
び

　
前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。

皇
始
元
年
の
台
省
設
立
に
伴
っ
て
設
立
さ
れ
た
北
開
の
御
史
台
は
内
朝

に
属
し
て
い
な
か
っ
た
。
蓋
し
、
外
壁
の
一
宮
衙
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
こ
の
時
の
御
史
台
が
魏
晋
等
の
御
史
台
を
薫
別
に
お
く
と

い
う
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
天
興
四
年
ま
で
続
い
た
が
、
そ
の
年

の
九
月
に
至
っ
て
、
御
史
は
内
命
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
改
革
は
二
つ

の
面
か
ら
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
御
史
に
軍
隊
（
建
軍
）
の
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と
他
官
庁
か
ら
の
攻
勢
を
う
け
、
次
第
に
そ
の
権
限
壱
縮
小
さ
せ
ら
れ

巻一

て
い
っ
た
。
即
ち
、
常
山
王
遵
伝
附
輝
伝
戸
五
)
に
、

粛
宗
初
、
徴
拝
尚
書
左
僕
射
。
詔
摂
吏
部
選
事
。
上
疏
目
、
臣
聞

治
人
之
本
、
実
委
牧
守
之
官
。
得
其
才
則
政
平
物
理
、
失
其
人
則

訟
輿
怨
結
。
自
非
察
訪
善
悪
、
明
加
鹿
賞
、
将
何
以
馳
彼
貧
怠
、

健
此
清
勤
也
。
窃
以
大
使
巡
省
、
必
広
迎
送
之
費
。
御
史
馳
糾
、

頗
図
威
濫
之
刑
。
且
暫
爾
住
一
還
、
理
不
委
悉
。
縦
有
簡
挙
、
良
未

平
当
。
態
調
{
且
令
三
司
、
八
座
、
侍
中
、
黄
門
倉
各
布
耳
目
、
外

訪
州
鎮
牧
将
治
人
、
守
令
能
不
。
若
徳
教
有
方
、
清
白
独
著
、
宜

以
名
問
、
即
加
褒
階
。
若
治
績
無
効
、
貧
暴
遠
問
、
亦
便
示
牒
、

盈
加
鹿
退
。
如
此
則
不
出
庭
一
円
、
坐
知
四
方
、
端
委
重
扶
、
明
賞

審
罰
奏
。
又
表
以
御
史
之
職
、
鷹
融
関
是
任
、
必
逗
爪
牙
、
有
所
嘘

持
。
若
選
後
生
年
少
、
血
気
方
剛
者
、
恐
其
軽
欝
勤
直
、
傷
物
処

広
。
愚
謂
宜
簡
宿
官
経
事
、
忠
良
平
慎
者
為
之
。
詔
付
外
、
依
此

施
行
。

と
あ
っ
て
、
尚
書
や
門
下
が
地
方
官
監
察
に
任
ず
べ
き
乙
と
が
大
き
く

打
出
さ
れ
た
ζ

と
、
及
び
御
史
中
尉
の
御
史
選
用
民
、
恐
ら
く
は
尚
書

省
が
何
ら
か
の
介
入
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
き

て
、
前
節
で
引
用
し
た
元
子
思
伝
(
鵬
一
)
託
、

先
固
定
、
兼
尚
書
僕
射
元
順
奏
、
以
尚
書
百
撲
之
本
、
雫
於
公
事
、

不
応
送
御
史
(
疑
送
字
下
脱
名
字
)
。

と
あ
る
よ
う
に
、
尚
書
省
が
御
史
台
に
、
応
朝
名
帳
を
送
付
し
な
い
と

北
軸
輔
の
糊
史

い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
が
、
乙
れ
は
右
の
様
態
が
さ
ら
に
進
ん
だ
も

の
と
い
え
る
。
乙
れ
に
対
し
、
御
史
中
尉
元
子
思
は
、
一
克
順
等
が
高
祖

の
定
め
た
御
史
令
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
合
わ
せ
て

尚
書
省
の
諸
官
を
弾
劾
し
た
が
結
局
失
敗
に
帰
し
た
。

ζ

れ
は
当
時
、

御
史
台
の
力
が
昔
日
の
そ
れ
と
比
ぷ
べ
く
も
な
く
な
っ
て
い
る
の
を
物

語
っ
て
い
る
。
御
史
台
の
力
が
こ
の
よ
う
に
弱
く
な
っ
た
こ
と
は
、
粛

宗
の
頃
か
ら
の
宗
室
、
門
下
等
に
よ
る
政
治
の
聾
断
、
幼
君
、
女
后
の

存
在
等
に
示
さ
れ
る
皇
帝
権
力
の
弱
体
化
が
絡
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た

皇
帝
権
力
の
弱
体
化
は
正
光
五
年
(
五
二
四
〕
以
後
の
六
鎮
の
大
叛
乱

を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
大
乱
を
平
定
し
、
帝
位
争
窺
う
爾
朱
栄

を
倒
し
た
敬
宗
は
再
び
帝
権
の
強
化
を
企
図
す
る
が
獄
逆
に
あ
い
、
以

後
北
線
は
崩
壊
の
一
途
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
。
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結

び

前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
乙
と
が
分
か
っ
た
。

皇
始
元
年
の
台
省
設
立
に
伴
っ
て
設
立
さ
れ
た
北
貌
の
御
史
台
は
内
朝

に
属
し
て
い
な
か
っ
た
。
葦
し
、
外
朝
の
一
宮
衝
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
乙
の
時
の
御
史
台
が
貌
晋
等
の
御
史
台
を
外
朝
に
お
く
と

い
う
制
度
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
天
興
四
年
ま
で
続
い
た
が
、
そ
の
年

の
九
月
に
至
っ
て
、
御
史
は
内
朝
に
入
れ
ら
れ
た
。
乙
の
改
革
は
二
つ

の
面
か
ら
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
御
史
民
軍
隊
(
禁
軍
)
の



北
貌
の
御
史

監
察
権
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
北
魏
が

軍
事
国
家
的
支
配
体
制
を
も
っ
て
い
た
だ
け
に
、
大
き
い
権
限
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
・
そ
の
二
は
、
御
史
が
百
官
三
三
権
を
も
た
ず
、
侯
官
、

内
侍
長
、
中
三
等
の
「
部
内
官
に
百
官
糾
察
権
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
面
で
あ
る
。
当
時
の
北
魏
王
朝
に
お
い
て
朝
露
氏
の
最
も
信
任

す
る
の
は
北
族
系
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
内
官
で
あ
り
、
こ
の
内

官
の
う
ち
に
候
官
な
ど
の
百
官
細
心
権
を
も
つ
も
の
が
い
た
こ
と
は
注

目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
（
な
お
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
当
時
の
御
史

は
、
管
見
の
史
料
に
よ
る
限
り
北
族
系
の
人
物
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
。
注
⑬
〕
右
の
二
面
は
御
史
の
権
限
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
矛

盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
大
き
く
北
魏
の
漢
地

経
営
の
強
化
策
と
い
う
観
点
か
ち
と
り
あ
げ
れ
ば
別
に
異
と
す
る
に
は

足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
態
が
再
び
改
め
ら
れ
た
の
ほ
太

和
十
七
年
の
改
革
に
お
い
て
で
あ
る
。
高
祖
な
そ
の
諸
改
革
を
通
じ
、

か
っ
て
の
血
族
中
心
め
支
配
か
ち
、
中
函
的
な
支
配
へ
の
脱
皮
を
し
よ

う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
・
・
そ
の
際
、
拓
祓
鮮
卑
出
身
の
天
子
を
頂
点

と
す
る
北
族
全
体
の
私
的
申
枢
機
構
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
内

朝
を
改
め
て
中
国
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
的
な
官
僚

機
構
に
あ
っ
て
は
、
内
朝
は
天
子
近
侍
の
侍
中
、
層
舎
人
な
ど
か
ち
な
り
、

一
般
国
政
は
外
編
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
国
政
の
中
枢
に
あ
る

尚
書
省
な
ど
と
と
も
に
、
百
官
の
糾
察
を
任
と
す
る
御
史
台
が
外
朝
に

属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
以
後
そ
の
職
権
は
拡
大
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ

う
し
た
御
史
台
の
整
備
と
強
化
な
自
ら
皇
帝
の
支
配
権
力
の
強
化
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
注
㊧
。

註
①
　
こ
の
史
料
は
「
罷
外
蘭
台
御
史
、
主
軸
内
省
」
と
読
む
こ
と
も
で

　
き
ょ
う
が
、
そ
う
読
ん
だ
場
合
、
て
の
改
革
の
結
果
内
省
に
属
b
た

　
も
の
が
何
な
の
ゆ
、
　
「
総
て
」
と
い
う
語
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と

　
言
　
つ
た
点
が
分
ち
な
く
な
る
。

②
　
南
細
書
魏
虜
伝
に
は
定
書
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
内
容
を
も
つ
史

　
料
を
数
多
く
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
に
は
拠
る
べ
き
も
の
が

　
多
い
。
い
ま
そ
の
一
例
を
次
に
あ
げ
る
。
魏
虚
伝
に
北
面
に
存
在
し

　
た
諸
官
名
を
載
せ
て
「
又
有
様
惣
地
何
比
尚
書
、
莫
提
比
刺
史
、
郁

　
若
立
二
千
石
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
侯
勲
地
何
等
の
官
名
は

　
魏
書
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
北
魏
車
代
の
墓
誌
銘
は
そ
の
存
在

　
を
教
え
て
い
る
（
趙
万
里
『
漢
魏
南
北
朝
墓
誌
零
雨
』
、
図
版
二
六

　
四
、
陸
紹
墓
誌
）
。

③
　
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
よ
り
前
の
内
官
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

・
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。
こ
言
行
尚
書
（
墓
誌
集
釈
一
＝
九
、
、
王
届
墓

　
元
可
悉
詳
伝
）
、
内
行
給
事
偽
墓
誌
集
釈
二
八
一
の
一
5
韓
霞
墓
誌

　
陰
）
、
内
行
丙
小
（
墓
誌
膨
面
二
六
八
、
三
哲
墓
誌
）
、
内
行
長
者
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北
貌
の
御
史

監
察
権
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
北
貌
が

軍
事
国
家
的
支
配
体
制
を
も
っ
て
い
た
だ
け
に
、
大
き
い
権
限
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
、
そ
の
こ
は
、
御
史
が
百
官
糾
察
権
を
も
た
ず
、
侯
官
、

内
侍
長
、
中
散
等
の
一
部
内
官
民
百
官
糾
察
権
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
面
で
あ
る
。
当
時
の
北
貌
王
朝
に
お
い
て
拓
政
氏
の
最
も
信
任

す
る
の
は
北
族
系
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
内
官
で
あ
り
、
乙
の
内

宮
の
う
ち
に
候
官
な
ど
の
百
官
糾
察
権
を
も
つ
も
の
が
い
た
と
と
は
注

目
す
べ
き
乙
と
で
あ
る
。
(
な
お
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
当
時
の
御
史

は
、
管
見
の
史
料
に
よ
る
限
り
北
族
系
の
人
物
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
。
注
⑬
)
右
の
二
面
は
御
史
の
権
限
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
矛

盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
大
き
く
北
貌
の
漢
地

経
営
の
強
化
策
と
い
う
観
点
か
ら
と
り
あ
げ
れ
ば
別
に
異
と
す
る
に
は

足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
よ
う
な
形
態
が
再
び
改
め
ら
れ
た
の
は
太

和
十
七
年
の
改
革
に
お
い
て
で
あ
る
。
高
祖
は
そ
の
諸
改
革
を
通
じ
、

か
つ
て
の
北
族
中
心
、
の
支
配
か
ら
、
中
国
的
な
支
配
へ
の
脱
皮
を
し
よ

う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
拓
政
鮮
卑
出
身
の
天
子
を
頂
点

と
す
る
北
族
全
体
の
私
的
中
枢
機
構
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
内

朝
を
改
め
て
中
国
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
的
な
官
僚

機
構
に
あ
っ
て
は
、
内
朝
は
天
子
近
侍
の
侍
中
、
舎
人
な
ど
か
ら
な
り
、

一
般
国
政
は
外
朝
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
国
政
の
中
枢
に
あ
る

尚
書
省
な
ど
と
と
も
に
、
百
官
の
糾
察
を
任
と
す
る
御
史
台
が
外
朝
に

属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
以
後
そ
の
職
権
は
拡
大
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
乙

う
し
た
御
史
台
の
整
備
と
強
化
は
自
ら
皇
帝
の
支
配
権
力
の
強
化
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
注
@
。

註
乙
の
史
料
は
「
罷
外
蘭
台
御
史
、
総
属
内
省
」
と
読
む
こ
と
も
で

き
よ
う
が
、
そ
う
読
ん
だ
場
合
、
乙
の
改
革
の
結
果
内
省
に
属
し
た

も
の
が
何
な
の
か
、
「
総
て
」
と
い
う
語
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と

言
っ
た
点
が
分
ら
な
く
な
る
。

②
南
斉
書
貌
歯
周
伝
に
は
貌
書
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
内
容
を
も
っ
史

料
を
数
多
く
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
史
料
に
は
拠
る
べ
き
も
の
が

多
い
。
い
ま
そ
の
一
例
を
次
に
あ
げ
る
。
貌
虜
伝
に
北
線
に
存
在
し

た
諸
官
名
を
載
せ
て
「
又
有
倹
敷
地
何
比
尚
書
、
莫
提
比
刺
史
、
郁

若
比
二
千
石
。
」
と
あ
る
。
乙
乙
に
み
え
る
倹
敷
地
何
等
の
官
名
は

貌
書
に
は
出
て
と
な
い
。
し
か
し
北
貌
時
代
の
墓
誌
銘
は
そ
の
存
在

を
教
え
て
い
る
(
越
万
里
『
漢
貌
南
北
朝
墓
誌
集
釈
』
、
図
版
二
六

四
、
陸
紹
墓
誌
)
。

③
高
祖
に
よ
る
宮
制
改
革
よ
り
前
の
内
宮
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

z

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
行
尚
書
〔
墓
誌
集
釈
二
一
九
、
王
昌
墓

誌
)
、
内
行
長
(
時
四
醇
虎
子
伝
)
、
内
行
令
(
時
四
荷
額
伝
)
、

E

巻
一

内
行
羽
真
(
墓
誌
集
釈
二

O
七
、
実
智
墓
誌
)
、
内
行
阿
干
(
五

元
可
悉
陵
伝
)
、
内
行
給
事
(
墓
誌
集
釈
二
八
一
の
一
、
韓
震
墓
誌

陰
)
、
内
行
内
小
(
墓
誌
集
釈
こ
六
八
、
丘
哲
墓
誌
)
、
内
行
長
者

① 
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越
階
三
郎
＾
蜷
三
戸
代
田
伝
）
、
内
将
軍
釜
元
幹
伝
）
、
内

大
将
軍
濫
悪
二
兀
纂
伝
）
、
内
瞳
将
（
蜷
三
二
李
伝
）
、
内
都
橦

将
（
蜷
烏
豆
代
田
伝
）
。

　
　
筆
者
が
検
索
し
得
た
こ
れ
ら
内
朝
諸
官
へ
の
要
田
者
は
、
例
え
ば

内
行
長
就
三
者
の
す
べ
て
が
代
人
で
あ
る
（
就
再
議
は
、
萄
護
喘

　
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
北
族
長
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
顕
祖

　
や
高
祖
の
時
代
に
な
る
と
漢
人
士
大
夫
も
多
数
就
面
す
る
よ
う
に
な

　
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
諸
官
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
以
後
姿
を

　
消
す
。
な
お
、
こ
の
内
朝
と
当
時
の
中
書
省
や
門
下
省
と
の
関
係
に

「
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
で
そ
れ
を
別

　
の
機
会
に
譲
る
。

④
　
崔
逞
伝
、
世
尊
伝
の
記
載
は
と
も
に
、
語
史
、
諸
氏
小
史
等
に
よ

　
っ
て
校
補
し
た
も
の
で
は
な
い
謁

⑤
　
内
侍
長
が
北
族
的
色
彩
の
濃
い
官
で
あ
る
て
と
を
述
べ
た
史
料
点

し
て
は
本
文
に
引
用
し
窒
の
の
ほ
か
に
陳
奇
伝
三
八
）
が
あ
る
。

⑥
　
豊
潤
仁
氏
「
北
気
中
散
官
考
」
　
（
『
．
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学

　
報
』
∩
口
一
九
七
五
）
　
，
「
；

　
北
魏
の
御
史

⑦
　
中
豊
に
は
そ
の
職
務
内
容
の
相
違
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
名
称
が

　
存
在
し
た
。
秘
書
中
散
、
侍
御
中
散
、
主
文
中
歯
、
奏
事
中
潮
、
西

　
台
申
散
、
太
卜
中
散
、
秘
書
奏
事
中
城
、
秘
書
主
文
中
軸
。

⑧
主
公
意
烈
伝
附
庫
汗
伝
（
蜷
」
に
頭
祖
即
輿
福
二
高
下

　
廟
。
拝
殿
中
年
事
、
進
爵
為
公
。
庫
汗
二
皮
断
決
。
延
岡
使
再
呈
州

　
鎮
、
折
獄
以
情
。
所
歴
旧
称
之
。
」
と
あ
っ
て
、
内
巻
系
統
の
官
と

　
思
わ
れ
る
殿
中
飯
事
が
監
察
を
行
っ
て
い
る
が
史
料
が
少
な
い
た
め

　
詳
考
は
な
し
難
い
。

⑨
天
興
四
年
の
改
革
以
前
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
史

料
は
、
覆
伝
（
誰
三
）
に
「
皇
始
兜
補
太
学
生
。
拝
侍
御
史
。
」

　
と
あ
る
も
の
と
先
述
の
崔
逞
伝
の
二
例
に
限
ら
れ
る
の
で
、
当
時
の
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
5

　
御
史
の
職
分
面
で
の
詳
考
は
な
し
難
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

⑩
武
英
巻
本
等
は
引
用
史
料
に
「
太
宗
即
位
」
と
あ
る
も
の
を
「
太

祖
即
位
」
と
す
る
が
峯
の
続
き
具
合
、
あ
る
い
は
北
史
碓
二
周
幾

　
伝
が
「
明
言
即
位
（
鍔
元
と
は
太
宗
の
認
〕
」
と
記
し
て
い
る
こ
と

　
等
か
ら
太
宗
と
あ
る
方
が
正
し
い
。

⑪
・
安
頷
が
監
軍
勢
御
史
に
就
労
し
た
こ
と
を
伝
え
た
史
料
は
、
ほ
か

π
も
世
祖
紀
（
三
四
）
三
厩
元
年
の
奪
葦
み
え
を
．

⑫
こ
の
南
読
書
魏
二
言
に
中
言
と
あ
る
の
は
、
中
尉
の
誤
り
で
あ
ろ

　
．
つ
。
噛

⑬
　
筆
者
が
検
索
し
得
た
御
史
就
官
者
書
名
の
う
ち
、
島
津
、
雲
鳥
侯
、

　
三
三
、
三
三
、
三
石
、
尉
力
斤
、
高
田
の
旧
名
は
北
族
で
あ
る
。
残

(
尚
一
一
穆
乙
九
伝
)
、
内
侍
長
弘
一
一
庚
業
延
伝
)
、
内
侍
左
右
(
一
九

三
谷
海
伝
)
、
内
博
士
(
鳩
四
日
和
霊
伝
)
、
内
給
事
(
噛
五
楊
椿
伝

)
、
内
秘
書
令
(
議
五
李
沖
伝
)
、
内
主
書
(
諸
一
一
一
張
酌
伝
)
、
中

散
、
内
三
郎
〔
港
三
豆
代
田
伝
)
、
内
将
軍
(
選
一
元
幹
伝
)
、
内

大
将
軍
戸
港
一
一
冗
纂
伝
)
、
内
障
将
(
鴻
三
来
が
千
伝
)
、
内
都
櫨

将

会

一

ニ

豆

代

田

伝

)

。

¥

筆
者
が
検
索
し
得
た
乙
れ
ら
内
朝
諸
官
へ
の
就
官
者
は
、
例
え
ば

内
行
長
就
官
者
の
す
べ
て
詩
人
で
あ
る
(
就
高
は
、
芸
品

四
、
陳
建
酪
一
一
一
、
長
系
頁
巻
一
一
、
劉
尼
巻
三
、
静
虎
子
鴎
四
、
羅
伊

利
酷
四
、
山
強
吟
八

1
乙
h
h
虎
得
一
一
、
刊
天
思
設
の
九
名
で
あ
る
)

よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
北
族
系
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
顕
祖

や
高
祖
の
時
代
に
な
る
と
漢
人
士
大
夫
も
多
数
就
官
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
乙
れ
ら
諸
官
は
高
祖
に
よ
る
官
制
改
革
以
後
姿
を

消
す
。
な
お
、
乙
の
内
朝
と
当
時
の
中
書
省
や
門
下
省
と
の
関
係
に

つ
い
て
説
明
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
で
そ
れ
を
別

の
機
会
に
譲
る
。

④
崖
逗
伝
、
崖
休
伝
の
記
載
は
と
も
に
、
北
史
、
高
氏
小
史
等
に
よ

っ
て
校
補
し
た
も
の
で
は
な
い
。

⑤
内
侍
長
が
北
族
的
色
彩
の
濃
い
官
で
あ
る
乙
と
を
述
べ
た
史
料
と

恥宝
m
d
t

‘、

し
て
は
本
文
に
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
に
陳
奇
伝
(
間
/
)
が
あ
る
。

⑥
鄭
欽
仁
氏
「
北
貌
中
散
官
考
」
(
『
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
系
学

報
』
同
一
九
七
五
)

北
貌
の
御
史

⑦
中
散
に
は
そ
の
職
務
内
容
の
相
違
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
名
称
が

存
在
し
た
。
秘
書
中
散
、
侍
御
中
散
、
主
文
中
散
、
奏
事
中
散
、
西

台
中
散
、
太
ト
中
散
、
秘
書
奏
事
中
散
、
秘
書
主
文
中
散
。

巻一

⑮
遼
西
公
意
烈
伝
附
庸
汗
伝
(
五
)
に
「
顕
祖
即
位
、
復
造
高
宗

廟
。
拝
殿
中
給
事
、
進
爵
為
公
。
庫
汗
明
於
断
決
。
毎
奉
使
察
行
州

鎮
、
折
獄
以
情
。
所
歴
皆
称
之
。
」
と
あ
っ
て
、
内
朝
系
統
の
官
と

思
わ
れ
る
殿
中
給
事
が
監
察
を
行
っ
て
い
る
が
史
料
が
少
な
い
た
め

詳
考
は
な
し
難
い
。

⑨
天
興
四
年
の
改
革
以
前
の
乙
と
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
史

料
は
、
蒔
提
伝
(
玲
一
一
一
)
民
「
皇
始
中
、
補
太
学
生
。
拝
侍
御
史
。
」

と
あ
る
も
の
と
先
述
の
崖
遺
伝
の
二
例
に
限
ら
れ
る
の
で
、
当
時
の

御
史
の
職
分
面
で
の
詳
考
は
な
し
難
い
。

⑩
武
英
殿
本
等
は
引
用
史
料
に
「
太
宗
即
位
」
と
あ
る
も
の
を
「
太

巻
二

祖
即
位
」
と
す
る
が
文
章
の
続
き
具
合
、
あ
る
い
は
北
史
五
周
幾

伝
が
「
明
元
即
位
(
明
元
と
は
太
宗
の
誼
)
」
と
記
し
て
い
る
乙
と

等
か
ら
太
宗
と
あ
る
方
が
正
し
い
。

⑪
安
韻
が
監
軍
侍
御
史
に
就
官
し
た
こ
と
を
伝
え
た
史
料
は
、
ほ
か

に
も
世
祖
紀
(
比
四
)
神
虜
元
年
の
条
等
、
若
干
み
え
る
。

⑫
乙
の
南
斉
書
貌
虜
伝
に
中
丞
と
あ
る
の
は
、
中
尉
の
誤
り
で
あ
ろ

-
F

円
ノ
。
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⑬
筆
者
が
検
索
し
得
た
御
史
就
官
者
十
名
の
う
ち
、
周
幾
、
実
烏
侯
、

安
類
、
子
筒
、
宿
石
、
尉
力
庁
、
高
誼
の
七
名
は
北
族
で
あ
る
。
残



　
　
北
魏
の
狛
吏

　
り
三
名
の
う
ち
郡
羨
と
崔
「
景
僑
は
漢
人
、
張
求
の
出
自
は
分
か
ら
な
い

　
い
6
、
と
こ
ろ
で
高
祖
め
時
代
に
右
に
あ
げ
た
こ
名
の
漢
人
（
郡
上
、

　
崔
景
僑
〕
が
御
史
に
　
就
官
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ほ
顕
祖
高
祖
の
時
期
に
お
け
る
内
官
へ
の
漢
人
士
大
夫
の
就
官

　
増
大
と
い
う
現
象
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
注
③
参
照
）

⑭
重
三
＋
二
史
割
記
』
遷
馨
多
曲
筆
の
条
参
膣

⑮
浜
白
重
国
氏
「
高
斉
出
自
考
」
（
『
秦
漢
晴
言
立
の
研
究
』
下
巻
、

　
東
京
大
学
出
｝
版
会
、
一
九
⊥
ハ
六
所
収
）
七
〇
四
頁
参
照
。

⑯
引
用
史
料
に
「
古
意
御
史
中
尉
」
と
あ
る
が
、
高
道
悦
が
遷
洛
以

　
前
に
御
史
中
尉
に
就
証
し
た
こ
と
を
物
語
る
史
料
は
ほ
か
に
見
当
ら

　
な
い
の
で
、
’
そ
の
点
疑
問
が
生
ず
る
。
し
か
し
そ
こ
に
何
ら
か
の
誤

　
脱
が
あ
る
に
し
て
も
彼
が
遷
洛
直
後
に
御
史
中
尉
に
就
歯
し
た
こ
と

　
は
閻
違
い
な
か
ろ
う
。

⑰
　
尉
力
斤
め
父
、
尉
諾
が
卒
し
た
の
は
世
祖
の
延
和
中
で
あ
る
。
い

　
ま
か
り
に
留
書
斤
が
生
ま
れ
た
時
期
を
こ
の
延
和
中
之
す
乃
と
、
遷

　
洛
の
．
頃
に
尉
力
斤
は
⊥
ハ
十
を
若
干
こ
え
た
年
令
と
な
る
。
し
か
し
こ

　
の
計
ト
算
は
最
も
若
く
見
積
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
漏
電
の
頃
ま
で
尉

力
斤
が
現
実
に
生
存
し
て
い
た
可
能
性
は
薄
く
、
か
り
に
生
存
し
て

　
い
・
た
と
し
て
も
，
そ
の
と
き
御
史
中
尉
に
就
官
し
て
い
た
か
－
ど
う
か
は

頗
る
疑
問
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
尉
力
斤
の
兄
尉
春
は
高
宗
の
と
き
漁

　
陽
王
と
な
り
、
侍
中
、
太
尉
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
尉
力
斤
は
高
宗
の
頃
．
以
後
、
高
祖
の
遷
洛
時
よ
り
か
な
り
前
に

　
御
史
中
尉
に
稗
官
し
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

て
は
高
面
当
（
遜
私
讐
法
曽
の
存
在
場
所
に
つ
い
て
繕
河

王
二
瀬
と
南
庄
伝
廃
九
）
参
照
．

⑲
　
宮
崎
市
定
氏
『
九
品
官
人
法
の
■
研
究
』
（
東
洋
史
研
究
叢
刊
壷
皿
、

　
一
九
五
六
）
三
九
六
頁
参
照
。

⑳
宮
崎
氏
前
掲
書
三
九
七
頁
参
照
。

⑳
前
令
の
従
僧
晶
、
四
品
と
も
に
そ
れ
が
さ
ら
に
上
中
下
の
三
階
に

　
わ
か
れ
て
い
る
が
、
御
史
申
尉
、
治
書
意
御
史
が
そ
の
ど
の
階
に
相

　
当
す
る
か
ま
で
は
俄
か
に
断
定
で
き
な
い
。

㊧
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に
高
一
蒔
直
（
『
転
写
御
史
制
度
的
沿

　
革
』
商
務
印
書
館
、
一
九
三
三
年
、
二
十
三
頁
）
や
宮
崎
氏
前
掲
書

　
四
五
五
頁
〕
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

㊧
北
魏
の
御
史
制
度
に
つ
い
て
風
諭
潮
氏
「
北
魏
御
史
制
度
」
　
（
中

　
国
学
人
第
三
期
」
香
港
上
亜
研
究
所
、
…
九
七
こ
と
い
う
論
文
が

　
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
未
だ
閲
読
の
機
を
得
て
い
な
い
。
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品
融
調
め
砲
が
史

り
三
一
名
の
う
ち
郵
羨
と
崖
景
僑
は
漢
人
、
張
求
の
出
自
は
分
か
ら
な
い

い
?
と
ζ
ろ
で
高
祖
の
時
代
に
右
に
あ
げ
た
こ
名
の
漢
人
ハ
郵
羨
、

握
景
梅
山
が
御
'
史
に
就
官
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ζ
れ
は
顕
祖
高
祖
の
時
期
比
お
け
る
内
官
へ
の
漢
人
士
大
夫
の
就
官

増
大
と
い
う
現
象
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
注
③
参
照
)

⑭
越
翼
『
一
一
十
二
史
観
記
』
玲
一
線
書
多
曲
筆
の
条
参
照
。

⑮
浜
口
霊
園
民
「
高
一
斉
一
出
自
考
」
(
『
秦
漢
惰
唐
史
の
研
究
』
下
巻
、

東
京
大
学
ミ
出
版
会
、
一
九
六
六
所
収
)
七

O
四
頁
参
照
。

⑮
引
用
史
料
に
「
叉
兼
御
史
中
尉
」
と
あ
る
が
、
高
道
悦
が
遷
洛
以

前
民
御
史
中
尉
に
就
官
し
た
と
と
を
物
語
る
史
料
は
ほ
か
に

i

見
当
ら

な
い
の
で
、
そ
の
点
疑
問
が
生
ず
る
。
し
か
し
そ
と
に
何
ら
か
の
誤

脱
が
あ
る
に
し
て
も
彼
が
遷
格
直
後
に
御
史
中
尉
に
就
官
し
た
ζ

と

は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

⑪
尉
力
斤
の
父
、
尉
諾
が
卒
し
た
の
は
世
祖
の
延
和
中
で
あ
る
。
い

ま
か
り
比
尉
力
斤
が
生
ま
れ
た
時
期
を
と
の
延
和
中
と
す
る
と
、
選

洛
の
頃
に
尉
力
斤
は
六
十
を
若
干
乙
え
た
年
令
と
な
る
。
し
か
し
ζ

の
計
算
は
最
も
若
く
見
積
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
遷
洛
の
頃
ま
で
尉

力
斤
が
現
実
は
生
存
し
て
い
た
可
能
性
は
薄
く
、
か
り
に
生
存
し
て

い
た
と
し
て
も
そ
の
と
き
御
史
中
尉
に
就
官
し
て
い
た
か
ど
う
か
は

頗
る
疑
問
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
尉
力
斤
の
兄
尉
春
は
高
宗
の
と
き
漁

陽
王
と
な
り
、
侍
中
、
太
尉
'
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
尉
力
斤
は
高
宗
の
頃
以
後
、
高
祖
の
遷
洛
時
よ
り
か
な
り
前
に

御
史
中
尉
に
就
官
し
た
可
能
性
が
大
'
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
二

⑬
門
下
省
の
存
在
場
所
に
つ
い
て
は
清
河
王
惇
伝
〔
二
〕
と
京
兆

巻一

王
禦
伝
附
文
伝
(
六
)
参
照
。
中
書
舎
人
省
の
存
在
場
所
に
つ
い

て
は
高
肇
伝
(
巻
八
)
参
照
。
後
宮
の
存
在
場
所
陀
つ
い
て
は
清
河

三
下

王
惇
伝
と
劉
騰
伝
戸
酷
九
)
参
照
。

⑬
宮
崎
市
定
氏
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
戸
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
一
、

一
九
五
六
)
三
九
六
頁
参
照
。

@
宮
崎
氏
前
掲
書
三
九
七
頁
参
照
。

@
前
令
の
従
二
品
、
四
品
と
も
に
そ
れ
が
さ
ら
に
上
中
下
の
三
階
に

わ
か
れ
て
い
る
が
、
御
史
中
尉
、
治
書
侍
御
史
が
そ
の
ど
の
階
に
相

当
す
る
か
ま
で
は
俄
か
に
断
定
で
き
な
い
。

@
乙
の
点
に
関
し
て
-
は
、
既
に
高
一
一
樹
氏
(
『
中
国
御
史
制
度
的
沿

革
』
商
務
印
書
館
、
一
九
三
三
年
、
二
十
三
頁
)
や
宮
崎
氏
前
掲
書

四
五
五
頁
)
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

@
北
線
の
御
史
制
度
に
つ
い
て
黄
浩
潮
氏
「
北
貌
御
史
制
度
」
(
中

国
学
人
第
三
期
、
香
港
新
亜
研
究
所
、
一
九
七
こ
と
い
う
論
文
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
筆
者
は
未
だ
閲
読
の
機
を
得
て
い
な
い
。
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